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一般社団法人日本病院会会長 殿

「医療計画について」の一部改正について

医政発 07 3 1第 5号

平成 29年 7月 31日

標記について、別添のとおり各都道府県知事あてに通知しましたので、ご了知方よ

ろしくお願いいたします。
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医療計画について（平成29年3月31日付け医政発0331第57号厚生労働省医政局長通知） 新旧対照表

改正後 現 行

医療計画について ｜ 医療計画について

全出或における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律｜ 生出或における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成26年法律第83号）が平成26年6月に成立し、効率的かっ質の高い医療提供体制を構築｜ （平成26年法律第83号）が平成26年6月に成立し、効率的かっ質の高い医療提供体制を構築

するとともに、地域包括ケアシステム（蝉或における医療及。サ護の総合的な確保の促進に関す｜するとともに、地域包括ケアシステム（蝉或における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第64号）第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下問｜る法律（平成元制去律第64号）第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同

じ。）を構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療｜じ。）を構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療

法（昭和23年法律第205号。以下旬去」という。）が改正され、地域医療構想、（法第30条の41法（昭和23年法律第205号。以下旬去j という。）が改正され、地域医療構想（法第30条の4

第2項第7号に規定する地域医療構想、をいう。以下同じ。）が導入された。 第2項第7号に規定する地域医療構想、をいう。以下同じ。）が導入された。

地域医尉開、において、都湖守県は、二次医療圏（法第30条の4第2項第12号に規定する区｜ 地域医療構想、において、都道府県は、二次医療圏（法第30条の4第2項第12号に規定する区

域をいう。以下向じ。）を基本とした構想区域（同項第7号に規定する構想区域をいう。以下同｜域をいう。以下閉じ。）を基本とした構想区域（同項第7号に規定する構想区域をいう。以下同

じ。）ごとに、 2025年の病床の機能区分（法第30条の 13第1項に規定する病床の機能区分をい｜じ。）ごとに、 2025年の病床の機能区分（法第30条の 13第1項に規定する病床の機能区分をい

う。以下同じ。）ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床の機能の分化及び連携のナ島隼に｜う。以下同じ。）ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に

関する事項を定めることとされており、平成 28年度末までに、全ての都道府県において地域医｜関する事買を定めることとされており、平成 28年度末までに、全ての都道府県において地域医

療構想を策定されたことから、今後は、地域医療構想の通或に向けた聯且を進めていくことが求｜療構想、を策定する見込みとなっていることから、今後は、地域医療構想の達成に向けた聯且を進

められている。

今般の医療計画の策定に当たっては、平成 28年5月より開催した、医療計画の見直し等に関

する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、

①急位捌から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築

②疾病・事業横断的な医療提供体制の構築

③ 5痴丙・ 5事業及。世宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の倣Eみの強化

④介護保険事業伎援）計画等の他の計画との整合性の確保

めていくことが求められている。

今般の医療計画の策定に当たっては、平成 28年5月より開催した、医療計画の見直し等に関

する検言全会における意見のとりまとめ等を踏まえ、

①急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築

②疾病・事業横断怜医療提供体制の構築

③ 5疾病・ 5事業及。世宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の倣且みの強化

④介護保険事業伎揚計画等の他の計画との整合性の確保

などの観県から、法第 30条の3第1項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針｜などの観長から、法第 30条の3第1項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針

（平成 19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。）の改正を行うとともに、別紙

「医療計画作成指針」（以下「指針」という。）の見直しを行った。

都湖守県においては、患者本位の、良質かっ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、国

（平成 19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。）の改正を行うとともに、別紙

「医療計画作成指針」（以下「指針Jという。）の見直しを行ったo

都道府県においては、患者本位の、良質かっ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、国

民の医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の｜民の医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の

見直しを通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向け｜見直しを通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向け

た取組を進めていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を紺続的に行っ｜た取組を進めていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を純蹴的に行っ

ていくことも重要である。 ていくことも重要である。
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また、病床の機能の分化及び連携の宇腿による効率的で質の高い医療提供体制の構築及び居宅｜ また、病床の機能の分化及U漣携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築及び居宅

等における医療（以下「在宅医療Jという。）・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一｜等における医療（以下「在宅医療jという。）・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築がー

榊切こ行われるよう、医療計画、介護保闘去（平成9年法律第123号）第118条第1項に規定す｜体的に行われるよう、医療計画、介護保1剣去（平成9年法律第123号）第118条第1項に規定す

る都湖守県介護保険事業支援計画（以下「都湖守県介護保険事業支援計画」という。）及び同法｜る都道府県介護保険事業支援計画（以下「都湖守県介護保険事業支援計画Jという。）及び同法

第117条第1項に規定する市町村介護保険事類十画（以下「柿］村介護保険事類十画Jという。）｜第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画（以下 I市町村介護側食事業計画jという。）

の整合性を確保することが必要である。平成 30年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが｜の整合性を確保することが必要である。平成30年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが

一致することも踏まえ、医療と介護のi藍携を強化するため、計画の一体的な作成体制の整備等、｜一致することも踏まえ、医療と介護の連携を強化するため、計画のー榊句な作成体制の整備等、

必要な聯且を揃隼してし、くことが重要である。 必要な聯Eを推進していくことが重要である。

都湖守県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周失哨底を図｜ 都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周知徹底を図

るとともに、指針に示す具体的手順を参考としながら、都湖守県介護保険事業支援計画及び市町｜るとともに、齢十に示す具榊矧l慎を参考としながら、都湖守県介護保険事業支援計画及び市町

村介護保険事業言十画との整合性について十分に配慮した上で、その作成と推進に遺憾なきを期さ｜村介護保険事業計画との整合性について十分に配慮した上で、その作成と推進に遺憾なきを期さ

れたい。

なお、医療計画の作成に当たり、特に留意する事項については、以下に記す。

れたい。

なお、医療計画の作成に当たり、特に留意する事項については～以下に記すが、医療法の一部

を改正する法律（平成27年法律第74号。平成29年4月2日全面拡行予怠）による改正後の医

療法に基づき記載している点に留意すること。また、医療従事者の確保、生出或における医療及び

介護を総合的に確保するための基本的な方針（平成26年厚生労働省告示第354号。以下「医療

介護総合確保方針Iという。）第2の二の1に規定する協議の場における協議事項等については、

新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ピジョシ検討会、医療従事者の融合に関

する検討会、担会保障審議会医療部会及ひけ護保険部会等での議論を踏まえ、必要な見直しを行

うこととする。

また、「医療計画についてJ（平成24年3月30日付け医政発0330第28号厚生労働省医政局長

通知）、「地域陸療構想策定ガイドライン等について」（平成 27年3月 31日付け医政発 0331第

53号厚生労働省医政局長通知）、「第十一次へき地保健医療計画の策定等についてI（平成 22年

5月20日付け医政発0520第9号厚生労働省医政局長通知）及び「周産期医療の確保についてj

（平成22年1月26日付け医政発0126第1号厚生労働省医政局長通知）は廃止する。

記 記

1 医療計画の作成について

（略）

2 医療連携体制について

，（略）

3 医療従事者の確保等の記載事項について

1 医療計画の作成について

（略）

2 医療連携体制について

（略）

3 医療従事者の確保等の記載事項について
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（略）

4 基準病床数及て周綻の病床等に係る特例等について

(1）叫（6) （略）

(7) 都湖守県において療動商昧及び（般病床の整備を行う際には、地域医療構想の達成に向け

た取組と整合的なものとなるよう、既栴丙床と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療

構想における将来の病床数の必要量を踏まえて対応すること。具体的には「地域医療構想を

踏まえた病床の整備に当たり都湖守県が留意すべき事項についてJ（平成29年6月23日付け

医政地発侃23第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）における留意事項を参照する

よ主L

5 既存病床数及び申請病床数について

（略）

6 医療計画の件減手順等について

(1）～（6) （略）

(7) 医療計画、都湖守県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を一体的に作成

し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、医断護総合確保方針第2の二の

1に規定する協議の場を設置すること。

また、病床の機能分化・連携に伴い生じる、介護施設、在宅医療等の新たなサービス必要

量に関する整合性の確保が重要であることから、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村

介護保険事業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医療の整

備目標が整合的なものとなるよう、当該協議の場において、必要な事項についての協議を行

うこと。

7 医療計画の推進について

（略）

8 都道府県知事の勧告について

(1） ～ （6) （略）

(7) 国（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政

法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究セン

ター、国立研究開発法人国立循環鵠丙研究センター、国立研究開暗法人国立糊申・神経医療

研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医

療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立大学法人を含む。以

下同じ。）の開設する病院又は診療所については、法第6条に基づく医療法脳子令（昭和23

年政令第326号）第3条の規定により、法第30条の11の規定は適用されないこと。

なお、国が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは

（略）

4 基準病床数及。特定の病床等に係る特例等について

(1）～（6) （略）

5 既存病床数及び申請病床数について

（略）

6 医療計画の作成手順等について

(1) ～（6) （略）

(7) 医療計画、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を一体的に作成

し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、医療介護総合確保方針第2の二の

1に規定する協議の場を設置すること。

また、病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する

整合性の確保が重要であることから、都湖守県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事

業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整

合的なものとなるよう、当該協議の場において、必要な事項についての協議を行うこと。

7 医療計画の推進について

（略）

8 都道府県知事の勧告について

(1）～（6）略

(7) 国（国立研究開発法人量子科学技術布院開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政

法人労働者健康安全樹薄、独立行里町去人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究セン

ター、国立研究開発法人国立循環駒丙研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療

研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センタ｝、国立研究開発法人国立成育医

療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立大戦去人を含む。以

下閉じ）の開設する病院又は診療所については、法第6条に基づく医療法施行令（昭和23

年政令第326号）第3条の規定により、法第30条の 11の規定は適用されないこと。

なお、国が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは
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病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若し

くは病床の種別を変更しようとするときは、「医療法の一部を改正する法律の樹子に伴う国

の開設する病院の取扱いlこついて」（昭和 39年3月 19日閣議決定）文は法第7条の2第8

項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議等を

するものとされていること。

この場合において、当職から関係都湖守県知事に速やかにその旨及びその概要を通知する

とともに、当該計画の審査をするために必要な資料及び医療計画の達成の推進を図る観点か

らの意見の提出を求めるものとすること。

(8）～（9) （略）

9 公的世婚を有する病院文は診療所の開設等の規制について

（略）

句IJ紙様式1、2)

病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若し

くは病床の種別を変更しようとするときは、「医療法の一部を改正する法律の提訴予に伴う国

の開設する病院の取扱いについて」（昭和 39年3月 19日閣議決定）又は法第7条の2第8

項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議等を

するものとされていること。

この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及びその概要を通知する

とともに、当該計画の審査をするために必要な資料及び医療計画の達成の推進を図る観点か

らの意見の提出を求めるものとすること。

また、当該計画に係る病院の開設等の承認の申請があったとき及びこれに承認を与えたと

きは、当職から関係都道府県知事に通知するものとすること。

(8）～（9) （略）

9 公的組婚を有する病院又は診療所の開設等の規制について

（略）

（別紙様式1、2)
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（別級様式1）、 ()llj紙嫌式1)

番 4普

年月調

番 号

年月調

厚生労働大臣 ’陵 厚生労働大箆 殿

都道府県知事 都道府県知事

医療主主鍛特令号車S条の2書店2壊の鰻定に基づく轟轟について 医療法第30条の4第 7J.盛の緩症に基づく丞輩について

医療法第 3()条の4第 7壊の繊定に基づく医療法施行令第6条の怠第2t賢の規定による

病床教の加算についてι鯛係書績を添付し、~のとおり盤撞いたします司

阪療法第30象の4第 7嘆の規定による緑康教の加算について鱒係書類を添付し、 lkのと

おり宣遭いたしますz

添付書頬

1 都道府県医線審議会の意見を記織した書磁

2 関係地織の地翻その他参考となる書類

添付書類

1 都道勝県医療、審議会の意見を記縦した密漏

2 関係地績の地灘その他参考となる奮額

l 加算すべき病康教 12おる病｜ 1 加算すべき病床数 12おる病｜

3 力目算する地犠 3 1淘算寸る地織

4 加算を必要とする

理由

5 加算しようとする

病床教の算定根機

6 鱒係自医療施般の現

況と計画

る

る

現

寸

寸

拠

一

一

仰

と

と

権

一

節

要

う

を

一

一

斑

必

よ

軍

一

療

止

g

z

レ

nv

－E窓
監
理

算

世

界

敏

一

保

酢

加
臨
一
加
床
一
一
関
ど

理

一

病

一

況

4

5

6

 

7 備 組雪 7 調書 量雪

記載J:.の法意

f4 加算を必要とする理幽jの繍には、特定の疾病の多発婚のため特定の病院を整

織しようとする場合にはその肱並びにき舗務病院の整備計画の鰻重要及Z瑚世議所選定の

理由等を記搬することa

記繊J：.の法意
f4 加算を必要とする理由jの繍lこは、特定の疾病の多発等のため特定の病院を猿

憶しようとする場合にはその際、並びにき当該病院の撃機計画の概要及{Iii置場所週聴の

理幽等を記議することm

F
h
u
 



揮j紙様式認｝

厚生労働大医 般

番 号

牟月潤

都道締県知事

医療法益行令篇S条の3篭 zt獲｛支は績島義の4筆 2t箆｝の鍵症に基づく

轟轟について

康療法第30条の4第8犠exは第9項｝の鍵貫主に基づく医療法撞行令第5条舟3第2積

（又は第S金の4第2事｝の鑑定による病床教の量産について』関係奮績を添付し、設の

とおり轟轟いたします，

添付書類

1 都道府県p医療審議会の意見を寵離した書面

詰 獅録地域の地調その他参考となる魯聾

1 特例とすべき病陳｜ 12 特倒とす器 l
数 ｜ ｜ 病床の種別 I 

3 特例とする地壊

4. 特倒を必要とする

理隣

5 特棋としようとす

る病床教の算定犠拠

6 鱒係隠療施置の現

況と計画

7 婚 重写

穏線上の議意

ー一＼「、－－－

r.i 特倒唱と必要とする理由iの舗には‘特定！の疾病の多発電診のため特定の病院を聾

惜しようとする場合にはその抵並びにき当該病院の整機普憾の概要凱織歯医場所遺症の

理臨司容を記事監すること思
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｛樹紙織式2)

厚生労働大産 ’監

番号

年 l 月 調

都道府県知事

産療法電車304長の4号店St置［叉は鏡9:t壷｝の縫定に基づく畠轟について

医療法第却条の4第8項（又は第9積｝の鑑定による病康教の豊塑について鱒係書類を

添付し、~のとおり里遺いたしますa

添付書類

l 都道府熊震療審離舎の意見を寵重量した奮面

2 関係地域の地繍その他語辞考となる害額

正 特例とすべき病床

数

3 特例とする地域

4 特倒を必要とする

理路

5 特例としようとす

る病床教の算定橿抱

6 関係医療施設の現

況と許膏

7 嫡 謹守

総鎗上の注意

凶器：QI

r4 特例を必要とする想E包jの欄には、特定の疾病の多発4惑のため特定の痢践を整

衝しようとする場合にはその怯並びにき当該病院の整備計画の緩裏及111受賞場所選定の

理隣等を記載することa



改 正

（別寺町

医療計画作成齢十

目次

はじめに

第1 医療計画作成の趣旨

第2 医療計画作成に当たっての一般的留意事項

1 医療計画作成等に係る法定手続

2 記載事項

3 他計画等との関係

4 医療計画の作成体制の整備

5 医療計画の名利等

6 医療計画の期間

第3 医療計画の内容

1 医療計画の基本的な考え方

2 地域の現状

後

3 5痴丙・ 5事業及。濯宅医療のそれぞれに係る医療車携体制

4 8ぞ病の発生状況等に照らして都湖守県知事が特に必要と認める医療

5 医療従事者の確保

6 医療の安全の確保

7 基準病床数

8 医療提供施設の整備の目標

9 地域医療構想の取組

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

目施策の評価及び見直し

第4 医療計画作成の手順等

1 医療計画作成羽頃の概要

2 医療圏の設定方法

3 基準病床数の算定方法

4 病床数の必要量の算定方法

5 介護保険事業（支援お計画との整合性の確保

6 5疾病・ 5事業及。世宅医療のそれぞれに係る医療藍携体制構築の朝l頂

現

（別紛

医療計画作成指針

目次

はじめに

第1 医療計画作成の趣旨

第2 医療計画作成に当たっての寸史的留意事項

1 医療計画作成等に係る法定手続

2 記載事項

3 他計画等との関係

4 医療計画の作成体制の整備

5 医療計画の名利等

6 医療計画の期間

第3 医療計画の内容

1 医療計画の基本的な考え方

2 地域の現状

千一

3 5疾病・ 5事業及的生宅医療のそれぞれに係る医療連携体制

4 疾病の発生状況等に照らして都湖守県知事が特に必要と認、める医療

5 医療従事者の確保

6 医療の安全の確保

7 基準丙床数

8 医療提供施設の整備の目標

9 地域医療構想の聯且

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

11 施策の評価及び見直し

第4 医療計画作成の手順等

一7-

1 医療計画作成羽l慣の概要

2 医療圏の設定刻去

3 基準病床数の算定対去

4 病床数の必要量の算定対去

5 5疾病・ 5事業及て地宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手JI慎

' 



第5 医療計画の推進等

1 医療計画の推進体制

2 医療計画の描盆伏況の托握、評価及U潤検討

第6 医療計画に係る報告等

1 医療計画の厚生労働大臣への報告

2 法第27条の2第1項、第30条の 11、第30条の 12第2項及び第30条の 17の規定に基づ

く勧告等の実脂状況の報告

はじめに

（略）

第1 医療十画作成の趣旨

（略）

第2 医療計画作戒に当たっての一意助留意事項

（略）

第3 医療計画の内容

（略）

1 医療計画の基材怜考え方

（略）

2 地域の現状

（略）

3 5疾病・ 5事業及て戸在宅医療のそれぞれに係る医痴婁携体制

（略）

4 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療

（略）

5 医療従事者の確保

（略）

【地域医療対策協議会の取組】

①地域医療対策協議会の議論の紐品等

②地域医療対策協議会の定めた施策

(1) 医師の確保について

地域医療対策協議会において決定した具榊怜施策に沿って、増或における医師（臨床研

修医を含む。）の確保が図られるよう、医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関

第5 医療計画の推進等

1 医療計画の推進体制

2 医療計画の掛金伏況の拒握、評価及び再検討

第6 医療計画に係る報告等

1 医療計画の厚生労働大臣への報告

2 法第27条の2第1項、第30条の11、第30条の 12第2項及び第30条の 17の規定に基づ

く勧告等の実脂状況の報告

はじめに

（略）

第1 医療十画作成の趣旨

（略）

第2 医療計画作成に当たっての一樹嫡意事項

（略）

第3 医療計画の内容

（略）

1 医療計画の基本的な考え方

（略）

2 地域の現状

（略）

3 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制

（略）

4 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療

（略）

5 医療従事者の確保

（略）

帥域医療対策協議会の取組】

①地域医療対策協議会の議論の筋品等

②地域医療対策協議会の定めた施策

さらに、その施策に沿って、医師（臨床開彦医を含む。）の地域への定着が図られるよう斗

例えば以下のような、医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関の医師確保を支援
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の医師確保を支援する事業等（以下「地域医療支援センター事業等Jという。）について記

載する。

なお、地域医療対策協議会は、地減医療支援センター事業笠による取結伏況の報告等を効

果的に活用し、医療従事者の確保に関する施策の推進や見直しに努めること。

【地域医療支援センター事業等の内容】

①各都湖守県内の医療機関や地域の医師の充足制兄等の調査・分析

② 医師に対する専門医資格の取得支援や研樹幾会の提供等のキャリア形成支援

③ 医療機関への就業を希望する医師等に関する情報の提供

④ 医師を募集する陸療機関に関する情報の提供

⑤ 医師等に関する無料の職業紹介事業又は労働者割稽事業

⑥ 医学生等を対象とした地域医療に係る理解を深めるための事業（地域医療体験セミナ

一等）の実施

⑦地域医療支援センター事業等と他の都湖守県の同事業との連携

③全也域の医師確保で有効と考えられる施策についての国への情報提供笠

地域医療支援センター事業等の記載に当たっては、医師の地域への定着を一層推進する

ため、以下の観点を踏まえて言嘩骨する。

（地域枠及びキャリア形成プログラムについて）

ア 大学所在都湖守県の出身者が、臨床研修修了後、その都道府県に定着する割合が高

いことを踏まえ、地域枠の入学生は、原則として、地元出身者に限定（注1）。特に、

修学資金貸与事業における就業義務年限については、対象者間のばらつきを全国で是

正するため、同様の桝Eみである自治医科大学と同程度の就業義務年限（貸与期間の

1. 5倍）とし、これを前提としてイに規定するキャリア形成プログラムを策定

イ 地域枠医師の増加等に対応し、医師のキャリア形成が確保された医師確保が進めら

れるよう、以下の点に留意して、キャリア形成プログラムを必ず策定（注2)

医師のキャリア形成に関する知見を得ることや、重複派遣を防止するなど医師確

保の観点から大学（医学部・附属病院）による医師派遣と整合的な医師派遣を実施

することができるよう、キャリア形成プログラムを策定する際には、大学（医学部・

附属病関と十分連携すること。

大学所在都道府県における臨床朋彦修了者は、臨床研（針。彦了後、大学所在都萱府

県に定着する割合が高いことから、原則として、大学所在都湖守県において臨床研

修を受けることとするよう、キャリア形成プログラムに位置づけること。（注3)

医師が不足する地域や診療科における医師を確保するという医学部定員の暫定増

の本来の趣旨に鑑み、キャリア形成プログラムにおいて、勤務地や診療科を限定す
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する事業等（以下「地域医療支援センター事業等」という。）について記載する。

なお、地域医療対策協議会は、地域医療支援センター事業による取組状況の報告等を効果

的に活用し、医療従事者の確保に関する施策の推進や見直しに努めること。

ド也域医療支援センター事業等の内容】

①各都道府県内の医療機関や地域の医師の充足状況等の調査・分析

② 医師に対する専門医資格の取得支援や研働幾会の提供等のキャリア形成支援

③医療機関への就業を希望する医師等に関する情報の提供

④ 医師を募集する医療機関に関する情報の提供

⑤ 医師等に関する無料の聴牒紹介事業又は労働者派遣事業

⑥ 医学生等を対象とした地域医療に係る瑚平を深めるための事業（地域医療体験セミナ

ー等）の実施

⑦全日減医療支援センター事業等と他の都湖守県の同事業との連携等

③地減の医師確保で有効と考えられる施策についての国への情報提供



主主よL

特段の理由なく、特定の開設主体に派遣先が偏らないようなキャリア形成プログ

ラムとすること。

出産、育児、家族の介護の場合や、事前に想定できないやむを得ない特段の事情

が生じた場合には、キャリア形成プログラムの内容の変更等について、柔軟に対応

できるようにすること。

（医師の戴勝負担軽減について）

ウ 医師の製務負担軽減に画白重した地域医療支援センターのF雨量調整等

グループρ診療を可能にするよう、同一の医療機関に同時に複数の医師を派遣した

り、他の病院から代診医師を滅宣するようあっせんしたりすること。

へき地以外でも代診医師の派遣ヰ建隔での診療が進むよう支援すること。

地域医療支援センターが医師を派遣する医療機関における勤務環境改善を進める

ため、例えば次のような方法により、地域医療支援センターと医療勤務環境改善支

援センターが連携すること。

派遣前：医療勤務環境改善支援センターが、 B雨量候補となっている医療機関の勤務

環境を確認し、車筋環境の改善につながるような助言等を行うこと。

派遣後：地域医療支援センターが派遣医師から高齢耕切こ製筋環境等について聴取し、

課題等を把握した場合は、医療勤務環境改善支援センターが勤務環境を再

度確認し、その改善につながるような助言等を行うこと。

（へき地の医師確保について）
／ 

エ金也域医療支援センターによるへき地医療支援機構の統合も視野に、へき地に所在す

る医療機関への派遣を含めたキャリア形成プログラムの策定など、へき地も含めた一

体的な医師確保を実施

（その他j

オ詳細な医師の配置状況が托握できる新たなデータベース（注4）の医師確保への活

用

カ 却減医療支援センタ｝の取組の認知度向上や医朗糠保対策の実釧生向上のため、 S

N S等の活用や、医師確保対策に若手医師の主体的な参画を促すなど、若手医師への

アプローチを強化

（注1）地域医断護総合確保基金を活用して、都湖守県が学生に奨学金を貸与して

いる蝉謝辛（他の都訓練に戸周？ずる大学医学部に設置された地域枠を含む。）

については、原則として、脳或枠を設置している都湖守県の地元出身者に限定す

ること。また、その他の地域枠に関しても、生出掛辛の趣旨に鑑み、他の地域枠医
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師の定着策を講じている場合を除いては、全出或枠を設置している都湖守県の地元

出身者に限定することが望ましいこと。

（注2）キャリア形成プログラム：主に地域枠医師を対象に、地域医療に従事する医

師のキャリア形成上の不安解消、医師不足地域・診療科の解消を目的として、都

道府県（地域医療支援センター等）が主体となり策定された医師の就業プログラ

ム。

地域医療介護総合確保基金を活用して、都湖守県が学生に奨学金を貸与してい

る全出或枠については、必ずキャリア形成プログラムを策定することとするが、そ

の他の生出或枠や生出掛牢以外の医師についても、地域医療への興味・関心をより一

層高め、そのキャリアと地域医療に配慮された医師派遣が行われるよう、都道府

県が策定したキャリア形成プログラムの活用等がなされるよう検討すること。

（注3）他の都湖守県に所在する大学医学部に設置された出或枠については、出身

都道府県以外の大学に進学した場合で、あっても、臨床研修を出身都湖守県で実施

した場合、臨床研倒彦了後、出身都道府県に定着する割合が高いことから、原則

として、出身都湖守県において臨床開彦を受けることとするよう、キャリア形成

プログラムに位置づけること。

（注4）厚生労働省の平成29年度予算事業として作成予怠

(2) 医師以外の医療従事者の確保にっし、て

地域医療支援センター事業等が対象とする医療従事者以外の、例えば以下の職種について

も、必要に応じて、その資質向上に関する事噴を含め、医療従事者の確保の現状及び目標に

ついて、可能な限り具体的に記載する。

医療従事者の現状及び目標】

①歯科医師

②薬剤師

③看護職員（保個師・助産師・看護師（特定行為研修を修了した看護師を含む。）・准看

護師）

④その他の保健医療従事者

診療放射線技脈臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視能訓練

士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、

管理栄養士等

⑤介護サービス従事者

特に、歯科医師、薬剤師及ひ看護職員に関する言晴知こ当たっては、以下の観転を踏まえる

よよι
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また、記載に当たっては、地域医療支援センター事業等が対象とする医劇荏事者以外の、

例えば以下の職種についても、必要に応じて、その資質向上に関する事項を含め、医療従事

者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。

【医療従事者の現状及び目標】

①歯科医師

②薬剤師

③看護職員（保鰯市・助産師・看護師・准看護鵬

④その他の保健医療従事者

診療放射線技脈臨床検査槻市・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視能訓練

士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、

管理栄養士等

⑤介護サービス従事者



ア歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点を踏まえ、

医科歯科連携を更に推進するために病院における歯科医師の役割をより明確にするこ

とが望ましいロなお、具備切こは、病院における歯科医師の配置状況針醸した上で、

病院における歯科医療の向上に資する取諸国こついて請けること等が考えられる。

イ 薬剤師については、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョンJ（平成27

年10月23日付け薬生総発1023第3号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知）を

踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関する専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・

住民とのコミュニケーション能力の向上に資する研修及び医療機関等との連携強化に

つながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう、研修実聡伏況を拒躍し、関

係者間の調整を行うこと。

ウ 看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護師等の離

職届出を活用した都湖守県ナースセンターによる復職支援や、医療機関の勤務環境改

善による離職防止などの取組を推進していくこと。

また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養成してい

くため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行為研修（保個師助産師看護師法（昭和

23年法律第203号）第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。）を地

域て受講できるよう、指定研働幾関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整

備に向けた計画にっし、て、可能な限り具榊切こ請けること。

6 医療の安全の確保

（略）

7 基鞠荷床数

（略）

8 医療提供施設の整備の目標

（略）

9 地域医療構想の聡且

（略）

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要拾事項

（略）

11 施策の評価及び見直し

（略）

第4 医尉画作成の手順等

都訓練が医療計画を作滅する際、梯愉見地からみて全国に共通すると考えられる手順等

を参考までに示す0． 

6 医療の安全の確保

（略）

7 基潮丙床数

（略）

8 医療提供施設の整備の目標

（略）

9 地域医療構想の取組

（略）

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

（略）

11 施策の制面及び見直し

（略）

第4 医嬬十画作成の手順等

都湖守県が医療計画を作成する際、m術的見地からみて全国に共通すると考えられる手順等

を参考までに示す。
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1 医療i画作成手順の概要

（略）

2 医療圏の設定方法

（略）

3 基準病床数の算定方法

(1) 基準病床数の算定方法

基準病床数の算定は、規則第30条の30各号に定める標準に準拠し、次に掲げる方式に

よること。

①療動商床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出した数と、イの算

定式により算出した数に、ウにより算定した数を加減した数の合計数を標準とする。

ア療動丙床

｛（当該区域の性別及U年齢階級別人口）×（全国平均の性別府舟齢階級別療養病

床入院受療率）の総和一（介護事踊安、在宅医療等で対応可能な動＋（o～当該区域への

他区域からの流入入院患者数の範囲内で、知事が定める動－（0～当該区域から他区

域への流出入院患者数の範囲内で知事が定める動｝× (1／：病床利用率）

イ一般病床

｛（当該区域の性別及び年齢隣卿j人口）×（当該区域の性別及。年齢階級g1卜般病

床避完率）の総和×平均在院日数＋（o～当該区域への他区域からの流入入院患者数

の範囲内で知事が定める動ー（0～当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲

内で知事が定める動｝× (1／：病床利用率）

ウ基準病床数の都道府県問調整について

なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県内への流

入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県との調整協議を行った上で、都湖守

県聞を超える患者の流出入について、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加

減することができる。

ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都湖守県における合計

数は、

｛（当該区域の性別及。年齢階級別人口）×（全国平均の｝生別及び年齢階級別療養病

床入院受療率）の総和一ゆ護施設、在宅医療等で対応可能な数）｝× （1／病床利

用率）＋（当該区域の性別及。年齢階級別人口）×（当該区域の性別及び年齢階級別

一般病床溜完率）の総和×平均在院日数×（1／：病床利用率）及びウにより二次医療

圏ごとに算定した病床数の都湖守県における合計数を超えることはでき如、

（注1) （略）

1 医療十画作成判慎の概要

（略）

2 医療圏の設定方法

（略）

3 基鞠丙床数の算定方法

(1) 基準病床数の算定方法

基準丙床数の算定は、規則第30条の30各号に定める標準に準拠し、次に掲げる方式に

よること。

①療麹丙床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出した数と、イの算

定式により算出した数に、ウにより算定した数を加減した数の合計教を標準とする。

ア療動丙床

｛（当該区域の性別及。年齢階級別人口）×（全国平均の性別及び年齢階級別療養病

床入院受療率）の総和一（在宅医療等で対応可能な数）+co～当該区域への他区域か

らの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数）一（0～当該区域から他区域への流

出入院患者数の範囲内で知事が定める動｝× （1／病床利用率）

イ一般病床

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口）×（当該区域の性別及び年齢階級別一般病

床遡完率）の総和×平均在院日数＋（o～当該区域への他区域からの流入入院患者数

の範囲内で知事が定める数）ー（0～当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲

内で知事が定める動｝×（ 1／病床利用率）

ウ基調丙床数の都湖守県問調整について

なお、当該都湖守県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県内への流

入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県との調整協議を行った上で、都湖守

県聞を超える患者の流出入について、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加

減することができる。

ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都湖守県における合計

数は、

｛（当該区域の性別及。年齢階級別人口）×（全国平均の性別及。年齢階級別療劃丙

床入院受療率）の総和一（在宅医療等で対応可能な紡｝×（1／病床利用率）＋（当

該区域の性別及び年餅断汲別人口）×（当該区域の性別及び年輸措級別一般病床退院

率）の総和×平均郁完日数× （1／病床利用率）及びウにより二次医療圏ごとに算定

した病床数の都湖守県における合計数を超えることはできない。

（注1) （略）

qο 
唱
E
A



（注2) （略）

（注3) （略）

（注4）「介護施設、在宅医療等で対応可能f~~投」とは、地域医療構想に定める「構想区域

における将来の居宅簿における医療の必要量lのうちの以下の数の合計数から、平成35

年度末時点における以下の数の合計教に相当する数を比例的に推計した上で、療動丙床

から介護老人保健施設又は介護医療院へ転換することが見込まれる病床数を除いた数

よ主盃L

(i) 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者てやあって、医療区分Iで

ある患者の数の70%に相当する執

（並） 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、入院受療率の

地域差を解消していくことで在宅医療等の医療需要として推計する患者の数

(( i）に掲げる数を除く。）。

（注5）～（注9) （略）

（備考） （略）

②～④（略）

(2) （略）

4 病床数の必要量の算定方法

（略）

5 介護保険事業伎援）計画との整合性の確保

介護保険事業伎援）計画との整合性の確保については、別添「介護施設、在宅医療等の

新たなサービス必要量の推計方法についてjの考え方に沿って、今後、関係部局から発出さ

れる通知により、追って具榊句な内容を示すこととする。

6 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体棚様の朝碩

（略）

第5 医療計画の推進等

（略）

第6 医癖十画に係る報告等

（略）

（注2) （略）

（注3) （略）

（注4）「在宅医療等で対応可能お数lについては、追って具体的な内容を示すこととする。

（注5）～（注9) （略）

（備考） （略）

②～④（略）／

(2) （略）

4 病床数の必要量の算定方法

（略）

5 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の刊貢

（略）

第5 医婦十画の楢鱒

（略）

第6 医療計画に係る報告等

（略）
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（別添）

介護施設、在宅医療等の新たなサービス必要量の

推計方法について

医療と介護の一体的な改革に係る主な取組のイメージ

｜平成25年度 平成26年度 平 成 問度 平成28年度 平成29年度 平成30年度｜

1 

基金

同時改定

ム （予定）

病床機能報告

－－
－－－－ 

基金

第6期介護保険事業（支援）計画に

位置付けた施策（在宅医療・介護連携等）の実施

i診療報酬改定

病床機能報告

基金

地域医療構想の策定

基金L介護分を追加）！

ムi介護報酬改定

病床機犠報告

！医療介護総合
確保推進法

改正
介護

保険法

改正
医療法

プ
ロ
グ
ラ
ム
法

社

会

保

障

制

度

改

革

国

民

会

議

報

告

書



地域における医療忍び介護を総合的に確保するための畢本的な方針
！ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号）第3条に基づき、平成26年9月12日、地埠における医療 ！ 
l及び介憧を総合的に確保するための基本的な方針（総合確保方針）を策定。 ~ 

L－~~l~ま｝，！~＿22!3_.. _3!:~-3.9芝居！：~色合長曹!t曹会：..11:護！民主主主笠宮豆？旦民聞生主塁主主二型主主~.!f'2！~一一一一一圃 i 

込温星通峰三品。本記温瓦函逗孟i温~話量孟通量孟孟；£
0意 義：「団塊の世代Jが全て75歳以上となる2025年に向け、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築

自立と尊厳を支えるケアを実現

0 医療計画と介護保険事業（支援）計画の聾合性
計画の作風体制について、関係者の協憎の場を股けることを明記
病床の機能分化・連携の推進に伴う在宅医療等の新たなサービス必要量について、両計画の聾合性を確保し、医療・介護の提供体制を整備することを明記

0 都道府県の市町村支撮
市町村が行う在宅医療・介護連携推進事業のうち、単独では実施困難な取組への広嶋的な支撮の確保を明記

0 上記のほか、
医療・介護の両分野に精通した人材の確保
住宅政策との連携 等を明記

国

’ 道府県 医療計画 ・・・・・•！Iii到司I署長髄・・・・・・ 介護保険事業支媛計画

E材 骨
市町村計画 1守・－・E・~超越.£） 介撞保険事業計画 J : 

・．．．

「地域医療構想jの達成の推進 I 

平成29年4月12日
第 5回経済財政諮問会議
塩崎臨時委員提出資料

・平成29年度以降、地域ごとの 「地域医療構想調整会議』での具体的議論を促進。
・病床の機能分化・連携の議論に必要な診療等データの提供、基金の重点配分、診療報酬・介護報酬での対応を実施。

平成28年度末に全都道府県で策定完了 〈

＝今地域ごとに、 2025（平成37）年時点での

病床：0)必璽置を『見える化』

【足下の病床機能】
（平虜27年7月現在｝

！※ 内閣官房推計（平成27年6月）の合計 j
t 114.8～119.1万床の範囲内 ． 

〆病床の役割分担を進めるため、手術やリハビリの件数や、疾病ごとの患者数等のデー
を国から提供。

〆データを活用し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針を集中的に検討。

i議論の一例 j 手術件数

、血‘b’
リハビリ件数

n・ 急醐 ｜ 一一 ~ I f 
A病院Eニ250床｜50糊） ! 200 (j!J:{F.I) 

急性期 ｜
B病院 ~J 200床｜40何 月） ！ 160何 月）

C病院 留 ？思｜ Sc件／月）I 1札制）

固からデータ提供

〆個別の病院名や転換する病床数等の
具体的な事業計画を策定した都道府
県に対し、重点的に配分。

。iC病院は 'l 
・手術の件数は少ない
・リハビリの実施件数は他院と同等

C病院の方針 ｜

C病院を回復期機能ヘ転換し、

病床数をso床に減床

従事者確

400 

47 

機能分化・

連携のための

施霞藍備等

458 

〆平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定をはじめ、今後の診療報酬改定・介護報酬改
定において、病床の機能分化・連携の取組の後押し、介種施設、高齢者住宅、在宅医
療等への転換等の対応を進める， 3 



在宅医療等の新たなサービス必要量の考え方につむ主
第10回医療計画の見直し
等に関する検討会資料1

都道府県及び市町村は、在宅医療等の新たなサービス必要量について、協議の場を活用し医療、介護

各々の主体的な取組により受け皿整備の責任を明確にした上で、次期医療計画及び介護保険事業計画に
おける整合的な整備目標・見込み量を設定する。

④現時点で訪問診療
を受けている患者数

③一般病床
でC3基準未
満の患者数

地調瞬釜
の解泊

阻

w
m

E
分
明
円

②療養病床

入院患者数

回復期

リハ病
棟の患
者数

【
現
状
】

I ’ 

慢性期機能

E
 

2
 

1
 

・E
【
将
来
】

介護療養
からの転換

施設サービス

（特養、老健）
医療療養
からの転換

居宅サービス（介護の対応）

（医療の対応） f .f －~ li1 在宅医療
.I~ （訪問診療） 作

（※1）その他：介護保険の要介護被保険者等が訪問看護等の提供を受ける場合、末期の悪性腫場、難病患者、急性増悪
等による主治医の指示があった場合などに、医療保険の給付が行われる。

（※2）外来サービスを利用する者の一部には、居宅サービスを利用する者もあり 4 

整合的な整備目標・見込み量のイメージ 第10回医療計画の見直し
等に関する検討会資料1

協議の；〈 第7次医療計画 ド中間見直し） 〉；〈 第8次医《 ：：：， ~ · 
場 ｝，（ 第7期介護保険事業（支嬢）計画 x 第8期介護保険事業（支援）計画 〉；〈 第9期介護加議（支援）計画 》

｜在宅医療、介護の整備目標見込み量のイメージ ｜

酔画の期間ごとの目標・見込み量の設定が必要で、痛床の動同等香勘案する必要

! 11 1 r ···~ ＝ 1 1 r ・・・.・1 1. .1 r ... ~1 転 施設 居宅 i転 i施設 ！ 居宅 I・ ・ ： • ~ I I I I :I 
換 サービス サービス ..! • I換 I.サービス iサービス i ；・：i,f I I i I 

j 在宅医療 I ~I ~ ! 了 i在宅医日 外来 j・:i 甘影町 ＝~：：雪ス必要量
（訪問診療d受診 鯛 ： ~ （訪問診療d受診 ・！~ i必ιE' I 置 恒：...............・...戸 I E・；：H ・H ・－－－－－：： υ ，I＜ 」

構想区域（二次医療圏）における l
病床の機能分化・連携のイメージ l ! 険 k ! 

ト .. ーへ ーーーーー入 ....－ーー田司’ーーーー－i，ー

-1: －－－入 ＿＿＿＿s Ii. l 
既存の病床数 ｜・軒画の期間ごとの目標設定にあたっては、 一一－！？寸－ . 
（一般・療養） I 地域医療構想翻整会櫨の議論を参考とする ! i 

→構想区域（二次医療園）ごとの病床機能の転換の動 い
向等巷踏まえつつ、靖床の必要量と新たなサービス必 ！； 
要量を含めた在宅医療等の必要量と整合性のとれた、 ! 
整備目標・買込み畳とすることが必要。 ¥ i I 

』ヨ；：；

38年度

病床の必要量

37 36 35 34 33 32 31 

5 

在宅医療等の
新たなサービス必要量
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次期医療計画と介護保険事業計画の整備量等の関係について 第四回医療計画の見直し
等に関する検討会資料1

・在宅医療等の新たなサービス必要量は、 2025年に向けて、約30万人程度となると推計。

これらの受け皿としては、療養病床の転換等による在宅医療、介護施設の整備の他、一般病
床から在宅医療等で対応するものについては、外来医療等で対応することが考えられる。

・ 対応にあたっては、それぞれの提供体制の整備主体が協議し、医療計画及び介護保険事業計
画の計画期間に応じた、整合的な整備目標・見込み量を立てる必要がある。

29年度 33 37 30 31 32 34 35 36 

外来

在宅医療

介護施設

ーーー－~；－-－ ·万物~

38年度

在
宅
医
療
等

n・
7

5
お・

7
万
人

6 

2025年に向けた在宅医療の体制構築について 第11回医療計画の見直し等に
関する検討会資料1

2025年に向け、在宅医療の需要は、 「高齢化の進展』や「地織医療構想による病床の機能分化・連
携』により大きく増加する見込み。
こうした需要の増大に確実に対応していくための提供体制を、 都道府県・市町村、関係団体が一体と
なって構築してくことが重要。

37 38年度

K注）30芳人には‘介瞳櫨置や外来で対応する分も含む白

j 今後、都道府県や市町村等が協憶し、受け皿を検討。

関
係
者
の
連
携
に
基
づ
く

－

一自体
的
な
対
策

ア



介護施設・在宅医療等の新たなサービス必要量の
考え方の整理について

介護施設・在宅医療等の新たなサービス必要量についての考え方の整理
第10回医療計画の見直し

1.基本的な考え方 ｜等に関する検討会資料1

8 

在宅医療等の新たなサービス必要量について、将来の地域における在宅医療等の提供体制の整備が更に進むよう、適切な役割分担による受け皿の
整備を進めていく必要があることから、以下のとおり、推計方法等の考え方を整理することとする。

2 具体的な推計の考え方
( 1.）市町村別データについて

在宅医療等の新たなサービス必要量について、介護保険事業（支援）計画と整合性のとれた整備巨標を検討するため、療養病床からの患者、一般
病床からの患者の一部など、その構成要素のそれぞれの必要量を、市町村別に、以下の方法により推計する。
※①、②については、固から自治体に推計データを提供する。③については、該当自治体聞で対応する。

① 2025年の各構想区域における在宅医療等の新たなサービス必要量を、 2025年における市町村別の性・年齢階級別人口で按分する。
※2025年における市町村別の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年（2013年）3月中位推計）』を用い
ることとする。

②市町村別に按分した2025年（平成37年）の必要量から、第7期介護保険事業（支援）計画の終了時点（平成32年度末）、第7次医療計画の終了時
点（平成35年度末）の数値を、比例的に推計する。

③①②で推計した値について、地域の実情に応じて調整を行う場合には、地域医療構想の構想区域ごとの推計と整合性が確保されるよう、構想区
域内の市町村の必要量の合計と整合的であることを原則に、市町村問調整することとする。

(2）一般病床から生じる新たなサービス必要量について

一般病床から生じる新たなサービス必要量については、一般病床から退院する患者の多くは、退院後に外来により医療を受ける傾向にあることか
ら、基本的には、外来医療により対応するものとして推計する。

(3）療養病床から在宅医療等で対応する新たなサービス必要量について

療養病床から在宅医療等で対応する新たなサービス必要量の受け皿の検討に際しては、入院中の患者の状態や、退院後の行き先、新たな施設類
型の創設による転換の動向等を踏まえたものとすることが必要である。こうした点を踏まえ、以下の方法により推計する。
※①、②については、国もしくは都道府県において調査等を実施する。③については、該当自治体聞で対応する。

①現行の療養病床のうち、平成35年度末までに、現在検討されている新たな施設類型や介護老人保健施設に転換する見込み量について、意向を
踏まえること等により推計する。

②新たなサービス必要量から、新たな施設類型等で対応する分を除いた上で、患者調査による退院後の行き先に関するデータ等を活用し、外来で
の対応を目指す部分、在宅医療での対応を目指す部分、介護サービスでの対応を目指す部分に按分する。

特に、外来、在宅医療、介護への按分に資するデータに関して、例えlま療養病床に入院中の患者の状態や退院後に必要となる介護サービスの
内容等を踏まえたデータなど、より有用なデータの収集方法について、今後さらに検討を進めることとする。

③按分された値について、市町村の実情に応じてサービスごとの調整を行う場合には、外来、在宅医療、介護の各受け皿で対応する量の合計が構
想区域全体のサービス必要量と整合的であることを原則に、それぞれの増減で調整することとする。 9 



第11回医療計画の見直し等に
関する検討会資料1 （一部改変）

本日の資料との関係

36 37 38年度
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( 1 ）②各計画の終了時点における新たなサービス必要量の推計

10 

市町村別の推計データの考え方について

さヨ主
( 1）①市町村別の推計データ提供

( 1）②各計画の終了時点における新たなサービス必要量の推計
※番号はP.9を参照

11 



（参考）市町村別データの算出方法のイメージ

0 地域医療構想による推計は、構想区域単位のため、市町村単位の値はないロ

第9回匡療計画の見直し等に

関する検討会資料3 （一部改変）

0 介護施設や在宅医療等の新たなサービス必要量は、療養病床からの患者（医療区分1の70%等）、一般病床からの
患者の一部など、いくつかの要素から構成される。

0 介護保険事業計画と整合性のとれた整備目標を検討するためには、これらの構成要素のそれぞれの必要量や、
市町村別のデータが必要。

0 ただし、市町村別の必要量を推計するには、退院患者にどの程度介護サービスが必要となるのかといったデータ
が必要となるが、現時点においては、分析可能なデータに限界があることから、一定の仮定を置いて按分や補正
等を行うこととする。

（イメージ）

（現行）都道府県が把握しているデータ

→構想区域別（二次医療圏）

在宅医療等

訪問診療

構成要素別に

提示

（今後）受け皿の検討に必要なデータ

C3未満

医療区分1の70% ii市町村ごとに I: 
一／~’ ~nu7u II 推計 I 1 1 
地域差解消分 II ~ I I I 

一一」一A ~ ~ 寸一一~~ t ' i I I ! i 
し－？
' 老健 ： 

次期医療計画及び介護保険事業計画における整備量の設定について

A構想区域

C3未満 、i 120人・日

医療区分1の加%I 1so人・日
地域差解消オ

i 訪問診療 : 100人・日
」田ー－ー開ー司ー’ー＿.，.

｜市町村ごとに推計｜

市町村名 C3未満

・・・・・E・E・・・・・・・・・・・．．． 

B市 ー・・・・・圃・・・・・・・・’

30 
・・－－・・・・..・・2・・・・・．. ・． 

c市 ー・・・・・・・・・・・・E圃曙

30 
．． ・．・・・・・・・・・・・．; 

D町 ............. 
20 

r·········~ 
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医療区分1の70%

地域差解消分
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第9回医療計画の見直し等に
関する検討会資料3
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各計画の終了時点における新たなサービス必要量の推計方法

②市町村別に按分した2025年（平成37年）の必要量から、第7期介護保険事業（支援）計画の終了

時点（平成32年度末）、第7次医療計画の終了時点（平成35年度末）の数値を、比例的に推計する。

第11回医療計画の見直し ． 
等に関する検討会資料1

（一部改変）

ゆ0 比例的に推計する方法について、具体的には、始点を平成30年、終点を平成37(2025）年度末と設

定して行うことを基本とする。

29 37 38年度30 31 

第7次医療計画

32 33 34 35 36 

（中間見直し）

「－返τぷj~fi:il©____ l 
i 居宅サービスを受 t 

i ける者が存在 ！ 

I; ,, JI . i I II II II 』1 』

2025年の新たなサービス必要量の推計値を、 8年間で等比按分

（例）32年度末時点のサービス必要量＝37年のサービス必要量X3/8

一般病床から生じる新たなサービス必要量の

受け皿の考え方について

『

」・・・・・・・・・・・ーーーーーー－r－ーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

． ． 

－ 

' ． ． ． ． ． ． ． ． 
’ ． 
’ ’ 

医療
区分1
70% 

＋ 

地域差
解消分ー・－・ ・圃・．．． ・回． ．，， 

-・・・ ・回国 ・田園
--・・・ ・・・ ・－

・・・ ・圃回 ・・・ ・圃． -

※番号は聞を参照
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［ 一般病床からの退院先の推移 第11回医療計画の見直し等に
関する検討会資料1

｜・ 一般病床からの退院先について、過去の調査結果においても、自宅かつ外来が大宗を占める。

（干人）

H20 H23 H26 

総数 1063.7 1107.3 ー 1172.2 

蒙塵 Q??? 957 5 100~ R 

当院に通院
80% 「

729.9 「768.2 「809.4
81% 81% 

L 137.o 他の病院・診療所に通院 し 123.8 し 129.5... ... 

在宅医療（訪問診療・訪問看護等） 0.6% 6.4 0.7% 7.2 0.8% 9.1 

その他 62.1 52.7 48.3 

他の病院・診療所に入院 50.9 53.5 65.5 

地域医療支媛病院・特定機能病院 6.9 8.2 9.7 

その他の病院 42.6 43.9 54.0 

診療所 1.4 1.4 1.8 

介護老人保健施設に入所 12.2 ( 13.3 15.5 

介護老人福祉施設に入所 1.0% 10.2 1.0% 11.1 '1.3% 15.7 

社会福祉施設に入所 3.4 4.9 10.0 

その他（死亡・不明等） 64.7 66.9 61.8 

平成26年患者調査（厚生労働省）

16 

｜ 一般病床における入院前及び退院先の状況 ト

第11回医療計画の見直し等に
関する検討会資料1

一般病床の入院患者について、入院前の場所をみると、自宅から通院していた患者が約8割を占める0

• 65歳以上の患者に限ってみても、同様の傾向となっている。

【全年齢（N=1172.2千人｝】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ・通院

その他（家庭）転院不明等 ・在宅医療

8.8% 3.7% 2.0% ・介謹老人保健施霞

入院前（総数） ・介護老人福祉施設

・社会福祉施鼓

・その他（家庭）

退院後（総数）
・転院

・新生、死亡、不明等

（※） 

｛※）入院前は「新生児、不

【65歳以上（N=673.6干人｝】
不明等明等」、」退と院定後義は。「死亡、

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
その他（家庭）

6.9% 
I v圃~

入院前（65歳以上）

退院後（65歳以上）

平成26年患者調査（厚生労働省）に基づき医政局にて作成（特別集計） 17 



一般病床から生じる新たなサービス必要量の受け皿の考え方
｜第1－~~~療計画の見直ト等？I I 5検討会資料 L

0 一般病床から生じる新たなサービス必要量への対応について、患者調査における退院先
別の患者数に関する調査結果を参考に、議論を進めてきた。

O 構成員からはこれまで、年齢階級別や経年推移のデー夕、一般病床に入院する前の場所
のデータなど、多角的に結果を参照し、慎重に検討すべきとの意見があったところ。

0 改めて、患者調査の結果を踏まえると、一般病床から退院する患者の大宗は、外来である
ことがみてとれる。

。一般病床か出る新たなサ一以必要量については、外来医療により対応するもの
として見込むことを基本とする。

療養病床から生じる新たなサービス必要量の
受け皿の考え方について

・・・・・・・園開ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－.，ーーーーーーーー圃圃圃圃園田園田圃’ s
司・oL I 

’ －ー← ’『

(3）②介護施設・在宅医療への按分の考え方

(3）①療養病床から介護医療院等ヘ

転換する見込み量

※番号はP.9を参照
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" 療養病床の基準病床数算定式との関係について 第10回医療計画の見直し等に
関する検討会資料1 （一部改変）

第7次医療計画中（平成30年度～平成35年度）の、療養病床の基準病床数の算定式における、在宅医療等対応可能数と、介

護施設や在宅医療等の新たなサービス必要量のうち、療養病床からの必要量との聞には、整合性が必要と考えられる。

〕×〔

r－ーーーーーー l

性別・年齢階級別 J E 〔在宅問〕 • ＋〔 涜入 〕－〔 流出 〕階級別人口 療養病床入院受療率 -. 対応可能数 I 入院患者数 入院患者数

（ 病床利用率 〕
29年度 30 31 32 33 

第7次医療計画 （中間見直し）

1.新たなサービス必要量について
2025年（平成37年）の各構想区域（二次医療圏〉における介

護施設や在宅医療等の新たなサービス必要量かふ療養病
床の医療区分1の70%、入院受療率の地域差解消分につい
て、第7次医療計画終了時点（平成35年度末）の数値を推計。

2.新類型等転換分について
現行の療養病床のうち、平成35年度末時点において、現在

検討されている新たな施設類型等に転換される病床の量。 僻
（現在の介護療養病床等を想定） ー咽品 : 

3.在宅医療等対応可能数について …ー一一－－－；
平成35年時点の新たなサービス必要量から、新類型等転

換分を除いたものを「在宅医療等対応可能数」とする。

34 36 

0 医療療養病床については、都道府県と市町村の連携の下、平成32年度末、 35年度末時点

において転換する見込み量について調査を実施し、把握した数を下限として設定する。

※国は、調査すべき事項等を示す。

37 38年度

加追

29 的な

；＞／~ ; 7 介護施設や
33 

+ I ; I 7 

万人在療等i 
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第11回医療計画の見直し
等に関する検討会資料1

（一部改変）

0 介護療養病床については、経過措置期間が平成35年度末とされていることを踏まえ、平成32年度末時点につい

ては調査により把握した数を下限とし、平成35年度末時点については全数に相当する数を、転換する見込み量と

して設定する。

「介護施設（転換分を除く）』、「在宅医療』
の整備目標

基準病床算定式における
「在宅医療等対応可能数」

転換する見込み量の把握 平成32年度末

医会療蚕京高、ら転換する量 忍iJl聞査により把握した数を下限

介護療養病床から転換する量 匂珍 調査により把握した数を下想

平成35年度末

飼査により把握した数を下限

介護療蓑病床の全数

医療区分1
70号も

＋ 
地域差解消分

’ 21 
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患者調査の活用 I 

第11回医療計画の見直し等に
関する検討会資料1

0 医療療養病床から退院する患者の退院先の状況について、患者調査の結果をみると、以下のとおり。
O 自宅で在宅医療を受ける患者と、介護施設を利用する患者との比率は、約1:3となる。

（千人）

H20 H23 H26 

総数 37.7 38.5 44.1 

家庭 19.1 18.3 21.2 

当院に通院 10.1 9.1 9.6 

他の病院・診療所に通院 6.2 6.7 8.8 

在宅医療（訪問診療・訪問看護等） 1.3 1.2 1.5 
、

その他 1.5 1.3 1.4 

他の病院・診療所に入院 5.3 4.7 5.0 

地域医療支援病院・特定機能病院 0.8 1.1 1.2 

その他の病院 4.3 3.5 3.7 

診療所 0.1 0.1 0.1 

介護老人保健施設に入所 2.9 3.0 3.1 11 

介護老人福祉施設に入所 1.6 1.4 1.7 

社会福祉施設に入所 0.8 1.3 1.4 

その他（死亡・不明等） 8.1 9.9 11.7 

平成26年患者調査（厚生労働省） 22 

｜ 国保データベース（ K DB）システムの活用 第11回医療計画の見直し等に
関する検討会 資料 1

0 「国保データベース（KDB）システムJとは、国保連合会が各種業務を通じて管理する給付情報（健診・医療・介護）等から、保健

事業等の実施に資する資料として①「統計情報J・②「個人の健康に関するデータ」を作成するシステム。 （平成25年10月稼働開始）

※KD  Bシステム運用状況 （平成29年5月末現在） 「市町村数1,741中 l, 736市町村 （99%)J 

KD Bシステムが保有する情報

0健診・保健指導情報

－健診結果情報、保健指導結果情報等

0医療情報（国保・後期高齢者医療）

－傷病名、診療行為、診療実日数等

0介護情報

・要介護（要支援）状態区分、利用
サービス等

0 KDBシステムを活用して医療保険と介護保険の審査・支払情報を加工したデータを抽出し、分析することで、医療機関を退院

した者のうち、退院後に介護保険サービスを利用する者の動向等を統計として把握することも可能ロ

＜分析例＞

療養病床から退院した高齢者（65歳以上）における介護サービスの利用状況（同一県内の3市町村の分析例）

－療養病床から退院した高齢者（65歳以上。医療区分1）のうち、退院後介護サービスを利用した者の割合
27年4月～8月までの退院患者：251人

退院後6ヶ月以内に介護サービスを利用した者：207人

＊上記の算出に当たっては、入院、退院、介護サービスの利用を、入院レセプトの有無、介謹レセプトの有無等で定義判定

－療養病床から退院した高齢者（65歳以上。医療区分1）のうち、退院後介護サービスを利用した者の利用動向

老健・特養等 国．．． 圃r

有料・GH等．．．． ｜ 

訪問・通所等 掴圃・・
． ．  

要介麓5下一一一一→
要介護4 ー一ー一一÷
要介麗3 」ー－一一→
要介護2 ←一一一一十
要介護1 』ー一一----1.・

要支援

0% 10% 20% 30% 圃~o~ -＿：竺ーー圃t竺－-------_o~ -----：~ -----：~三一－_ 1_s~ ----：~~ ----：：~ ----：竺~BL－－－－－回・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーー ー ー



第11回医療計画の見直し等に

関する検討会資料1

0 病床機能報告においては、「入院前の場所、退院先の場所別の患者の状況」、「退院後に在宅医療を必要と
する患者の状況」について、病棟ごとに報告することとしている。

報告様式のイメージ（平成28年度病床機能報告）

7.入棟前の場所・退棟先の場所別の入院患者の状況【平成28年6月の 1か月間】

※「新規入棟患者数」及び「退棟患者数jの考え方は、上記の「6. 入院患者数の状況」と同様になります。

①新規入棟患者数【呈盛28茎6且包 1虫、E閏】 i自動註筆lこsE;:.!I出｝ ’ （49) 人

上記①のうち、院内の他病棟からの転棟 ’ （50) 人

入 上記①のうち、家庭からの入院 ’ （51) 人
棟
前 上記①のうち、他の病院、診療所からの転院 ’ （52) 人

の 上記①のうち、介護施設・福祉施設からの入院 ’ （53) L_ ］人
場．

上記①のうち、院内の出生 ’ （54) 所 人

卜言R行1σ3弓-t:.. 手 の 伶 ’ （Fifi! λ 

②退棟患者数【呈盛28主6Elの1虫、E固】 i自Ill註筆にsE;日差出｝ ’ （56) 人

上記②のうち、院内の他病棟へ転棟 ’ （57) 人

上記②のうち、家庭へ退院 ’ （58) 人 ノ
退 上記②のうち、他の病院、診療所へ転院 ’ （59) 人
棟
先 上記②のうち、介護老人保健施設に入所 ’ （60) 人

の 上記②のうち、介護老人福祉施設に入所 ’ （61) 人
場

上記②のうち、社会福祉施設有料老人ホーム等に入所 ’ （62) 所 人

よ記②のうち、終了（死亡退院等〉 ’ （63) 人

上記②のうち、その他 ’ （64) 人

8. 退院後に在宅医療を必要とする患者の状況【平成28年6月の 1か月間】

①当該病棟から退院した患者数【歪盛28差 6Elの1か且閏】 i自動註基l』量佐世重出2 ， 
(65) 

※上記の7 ・② 「一ーー占ぷ lのうち は R）「審院へ遺障l （！；.！＿）「手の仙 lの廟者動の会書＋，レー致する」と
人

上記①のうち、退院後1か月以内に五宝医盛圭必霊主」主い患章 rn：.主退監査盆む｝ ’ （66) 人

上記①のうち、退院後 1か月以内に自院が在宅医療を提供する予定の患者 ’ （67) 人

上記①のうち、退院後 1か月以内に他施設が在宅医療を提供する予定の患者 ,.. (68) 人

上記①のうち、退院後 1か月以内の在宅医療の実施予定が不明の患者 ’ （69) 人

24 

I 療養病床から生じる新たなサービス必要量の受け皿の考え方 （ 

第11回医療計画の見直し

等に関する検討会資料1・・・・・・1 ~ （患者調査を活用する場合） ．
（一部改変）

0 患者調査の結果を活用する場合、都道府県や市町村の新たな調査等の負担が生じることな
く利用できるが、結果の精度について、例えば医療区分といった患者の状態等については含ま
れていない。

また、訪問診療を利用する患者を検討するにあたっては、自宅で利用する場合に限定され、
有料老人ホームでの訪問診療の状況を把握できない。

（国保データベース（KDB）を活用する場合）

0 KDBを活用する場合、医療区分別に患者の退院先を把握することや、当該患者の介護サー
ビスの利用量を把握することも可能であるが、市町村等による相応の作業負担が生じる。

（病床機能報告を活用する場合）

0 病床機能報告を活用する場合、その退院患者数の報告は6月の1か月分の状況に限られる
ため、平均在院回数が長く、退院患者数の少ない療養病床については、その検討に当たって
必ず、しも十分な量のデータとなっていない可能性がある。

+ 
0 受け皿の整備目標の検討に資するデータについて、既存の調査や報告の結
果は一長一短。

0 どのようなデータを用いるかは、各調査・報告の性質を理解した上で、地域で
協議して判断することとする。

25 



29年度

目標の中間見直しについて 第11回医療計画の見直し
等に関する検討会資料1

（一部改変）

0 整備目標については、医療計画の中間年及び第7期介護保険事業計画の終期において見直すこと
とし、その際、協議の場を活用して実績を評価した上で、次の整備目標に反映することを基本とする。

30 31 32 33 34 35 

第7次医療計画 （中間見直し）

第7期介護保険事業（支援）計画 〉；〈 第8期介護保検事業（支慢）計画

30～32年（第7期）
の整備目標

33～35年（第8期）
の整備目標

36 37 

｜介護施設 1r瓦
区分1
70% 

医療・介護の体制整備に係る協議の場について

38年度

26 

27 



医療・介護の体制整備に係る協議の場について
I 第9回医療計画の見直し等に

（医療計画の作成について） ｜関する検討会資料2 （一部改変）

O 医療計画の作成にあたっては、都道府県医療審議会、市町村、保険者協議会の意見を聴くこととさ
れている。

また、医療審議会の下に、 5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて、地域医師会等の有識
者、都道府県、市町村等で構成する作業部会を設け、目標等についての協議を行うこととしている。

（介護保険事業（支援）計画の作成について）

0 介護保険事業（支援）言十画の策定にあたっては、保健医療関係者、福祉関係者等からなる介護保険
事業（支援）計画作成委員会等を設け、記載事項についての協議を行うこととしている。

！【医療・介護の体制整備に係る協議の場について】

io協議の場については、上記の審議会等で議論する前段階として、自治体が地域医師会等の有識者を
！ 交えて、計画を策定する上で必要な整合性に関する協議を行う場とする。

※それぞれの計画の最終的な議論は、医療審議会や作業部会、介護保険事業（支援）計画作成委員会
等において、それぞれ行う。

0 協議の場は、二次医療圏単位で設置することを原則とする。ただし、 二次医療酉と老人福祉圏域がー

致していない場合等、二次医療圏単位での開催が適当でない場合には、都道府県が適当と認める区域
も可能とする。

また、地域医療構想調整会議の枠組を活用し、開会議の下に関係者によるワーキンググループ形式
で設置する等、柔軟な運用を可能とする。

・砂 納 、 脚昨進行す制間関係者間い持前に整理調整内事問途
設定し、提示する。 ・ 28 

自治体関係者聞において事前に整理・調整すべき事項
第9回医療計画の見直し等に

関す否検討会 資料2 （一部改変）

O 医療計画と介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが、協
議の場を設置する目的である。

特に、医療計画に掲げる在宅医療の整備目標と、介護保険事業（支援）計画に掲げる介護の見込み量
を整合的なものとすることが求められる。

0 目的に鑑みて、以下の事項について、事前に調整することが必要。

司整事項一一 一一一一 一一一一一一一一一一一－ I 

I < 1）医療計画と介腹保険事業（支援）計画で対応すべき需要について I 

I r 整合的な整備目標見込み量の前提となる将来の医療需要について、外来医療での対応をli
｜目指す部分、訪問診療での対応を目指す部分と、介護サービス（施設サービス、居宅サービ ｜ 
｜ス）での対応を目指す部分との調整を行う。 ｜ 

(2）具体的な整備目標・見込み量の在り方について

｜ 将来の医療需要に対応するサービスごとの整備目標・見込み量について、地域の実情を踏｜ ｜
｜まえ、市町村と都道府県で役割分担の調整を行う。 11 

｜ 訪問看護ステーションの地域偏在等により、市町村を越えた広域的な調整が必要な場合 い
には、都道府県が積極的に支援する。 JI 

(3）目標の達成状況の評価について ! 

（ 次期計画（第7次医療計画の中間見直しと白8期介護保険事業（支援）計画）の策定に向 l
け、両計画の目標・見込み量の達成状況を適宜共有する。 jj 

__ ig' 



各都道府県知事殿

医政発 0331第 57号

平成 29年 3月 31日

一部改正医政発 07 3 1第 4号

平成 29年 7月 31日

医療計画について

厚生労働省医政局長

（公印省略）

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成26年法律第83号）が平成26年 6月に成立し、効率的かつ質の高い医療提

供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合

的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号）第2条第 1項に規定する地域包括

ケアシステムをいう。以下同じ。）を構築することを通じ、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するため、医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）

が改正され、地域医療構想（法第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想、をいう。

以下同じ。）が導入された。

地域医療構想、において、都道府県は、二次医療圏（法第30条の4第 2項第12号に規定

する区域をいう。以下同じ。）を基本とした構想、区域（同項第 7号に規定する構想区域

をいう。以下同じ。）ごとに、 2025年の病床の機能区分（法第30条の13第 1項に規定す

る病床の機能区分をいう。以下同じ。）ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床

の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めることとされており、平成28年度末ま

でに、全ての都道府県において地域医療構想を策定されたことから、今後は、地域医療

構想、の達成に向けた取組を進めていくことが求められている。

今般の医療計画の策定に当たっては、平成28年 5月より開催した、医療計画の見直し

等に関する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、

① 急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築

② 疾病・事業横断的な医療提供体制の構築

③ 5疾病・ 5事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の仕組みの強

化

④ 介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保

などの観点から、法第30条の 3第 1項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基

本方針（平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針Jという。）の改正を行うと

ともに、別紙「医療計画作成指針」 （以下「指針」という。）の見直しを行った。

都道府県においては、患者本位の、良質かっ適切な医療を効率的に提供する体制を構

築し、国民の医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏

まえた医療計画の見直しを通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び

地域医療構想の達成に向けた取組を進めていくことが求められている。また、そのため

に必要な人材の育成を継続的に行っていくことも重要である。

また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築

及び居宅等における医療（以下「在宅医療Jという。）・介護の充実等の地域包括ケア

システムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、介護保険法（平成9年法律第123

号）第118条第 1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画（以下「都道府県介護保

険事業支援計画Jという。）及び同法第117条第 1項に規定する市町村介護保険事業計

画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）の整合性を確保することが必要である。

平成30年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが一致することも踏まえ、医療と介

護の連携を強化するため、計画の一体的な作成体制の整備等、必要な取組を推進してい

くことが重要である。

都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周知

徹底を図るとともに、指針に示す具体的手順を参考としながら、都道府県介護保険事業

支援計画及び市町村介護保険事業計画との整合性について十分に配慮した上で、その作

成と推進に遺憾なきを期されたい。

なお、医療計画の作成に当たり、特に留意する事項については、以下に記す。

記

1 医療計画の作成について

医療計画の作成に当たっては、指針を参考として、基本方針に即して、かっ、医療

提供体制の現状、今後の医療需要の推移等地域の実情に応じて、関係者の意見を十分

踏まえた上で行うこと。

2 医療連携体制について

(1) 医療連携体制（医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するため

の体制をいう。以下同じ。）に関する事項については、がん、脳卒中、心筋梗塞等

の心血管疾愚、糖尿病及び精神疾患の 5疾病（以下「 5疾病」という。）、救急医

療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療

を含む。）の 5事業（以下「 5事業」という。）並びに在宅医療を医療計画に定め

ることとする。

なお、ロコモティブシンドローム、プレイル、肺炎、大腿骨頚部骨折等について

は、 5疾病に加えることとはしないものの、その対策については、他の関連施策と

調和を図りつつ、疾病予防・介護予防等を中心に、医療・介護が連携した総合的な

対策を講じること。

5疾病・ 5事業及び在宅医療については、施策や事業の結果（アウトプット）の

みならず、住民の健康状態や患者の状態（成果（アウトカム））に対してどれだけ

の影響（インパクト）を与えたかという観点から施策及び事業の評価と改善を行う

住組みを、政策循環の中に組み込んで、いくこととし、全都道府県共通の指標を用い

ることなどにより、医療提供体制に関する現状を把握し、 「疾病・事業及び在宅医

療に係る医療体制について」 （平成29年 3月31日付け医政地発0331第 3号厚生労働

省医政局地域医療計画課長通知）の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制

の構築に係る指針j （以下「疾病・事業及び在宅医療指針Jという。）で述べる 5

疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれJの目指すべき方向の各事項を踏まえて、対策

上の課題を抽出し、課題の解決に向けた施策の明示及び数値目標の設定、それらの

進捗状況の評価等を実施する。



第7次医療計画における指標は、医療計画の実効性をより一層高めるために政策

循環の仕組みを強化するとともに、共通の指標により現状把握を行うことで、都道

府県ごと、二次医療圏ごとの医療提供体制を客観的に比較できるようなものとする

ため、指標を見直すこと。なお、指標については、疾病・事業及び在宅医療指針を

参照すること。

(2) 急速な高齢化の進展の中で、疾病構造の変化や地域医療の確保といった課題に対

応するためには、求められる医療機能を明確にした上で、地域の医療関係者等の協

力の下、医療機関及び関係機関が機能を分担及、び連携することにより、切れ目なく

医療を提供する体制を構築することが必要である。また、医療及び介護を取り巻く

地域ごとの多様な状況に対応するため、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果

的に活用し、地域包括ケアシステムの構築を進めていく上でも、医療機関と関係機

関との連携は重要である。

3 医療従事者の確保等の記載事項について

(1) 法第30条の4第2項第10号の医療従事者の確保については、医師、歯科医師、薬

剤師、看護師等の医療従事者について、将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、

適正な供給数を確保するとともに、地域的な偏在や診療科聞の偏在への対応を進め

る必要があること。

その際、医療提供施設相互間における連携体制を構築する取組自体が偏在解消へ

の対策になることや、都道府県が中心となって地域の医療機関へ医師を派遣する仕

組みを再構築することが求められていること。

これらを踏まえ、都道府県においては、法第30条の23第 1項の規定に基づき、地

域医療対策協議会の活用等により医療従事者の確保に関する事項に関し必要な施

策を定めるための協議を行い、そこで定めた施策を医療計画に記載するとともに、

公表し実施していくことが必要であること。

特に地域の医療機関で医師を確保するためには、地域の医療機関で勤務する医師

のキャリア形成に係る不安の解消に向けて、大学等の関係機関と緊密に連携しつつ、

医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関の医師の確保を支援する取組

が必要であり、都道府県においては、地域医療支援センター等を活用して、必要な

施策について地域の医療関係者等と協議の上推進していくことが必要であること。

(2) 法第30条の4第 2項第11号の医療の安全の確保については、医療機器の安全管理

等に関する事項として、高度な医療機器について、配置状況に加え稼働状況等も確

認し、保守点検を含めた評価を行うこと。

また、 CT、MRI等の医療機器を有する診療所については、当該機器の保守点検を

含めた医療安全の取組状況について、定期的に報告を求めること。

(3) 法第30条の4第3項第 1号の地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施

設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項として、特定の病院等

が果たすべき機能について医療計画に記載する場合には、事前にその開設者と十分

な意見調整を行うものとすること。

4 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について

(1) 法第30条の4第2項第14号に規定する基準病床数の算定は、病院の病床及び診療

所の病床（以下「病院の病床等」という。）に対して行うものであること。

なお、基準病床数並びに二次医療圏及び三次医療圏（同項第13号に規定する区域

をいう。）の設定については、厚生労働省令で定める標準により実施すること。こ

れは、病院の病床等の適正配置を図るためには、全都道府県において統一的に実施

しなければ実効を期しがたいからであること。

(2) 既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立ってい

ない場合は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人口規模が

患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域への患

者の流入及び当該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて見直しを検討するこ

と。

特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び

一般病床の推計流入入院患者割合（以下「流入患者割合j という。）が20%未満、

推計流出入院患者割合（以下「流出患者割合Jという。）が20%以上となっている

既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立

っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討することが必要である。

なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までのア

クセスの時間等も考慮することが必要である。

また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させることが適当であ

ることから、構想区域に二次医療圏を合わせるよう必要な見直しを行うこと。

(3) 法第30条の4第 7項及び第8項の規定による特例は、大規模な都市開発等により

急激な人口の増加が見込まれ、現在人口により病床数を算定することが不適当であ

る場合、特殊な疾病にり患する者が異常に多い場合等病床に対する特別の需要があ

ると認められる場合に行うものとすること。

なお、今後高齢者人口の増加が更に進む地域においては、医療需要の増加が大き

く見込まれ、それに応じた医療提供体制の整備が求められることから、既存病床数

が基準病床数を超えている地域で病床数の必要量が将来においても既存病床数を

大きく上回ると見込まれる場合は、高齢者人口の増加等に伴う医療需要の増加を勘

案し、基準病床数の見直しについて毎年検討するとともに、同条第7項の規定によ

る特例で対応すること。

(4) 法第30条の4第 9項の規定による特定の病床に係る特例の対象となる病院の病

床等、特に今後各区域において整備する必要があるものに限り、各区域において基

準病床数を超える病床が存在する等の場合でも必要に応じ例外的に整備できるも

のであること。

この場合において、特例の対象とされる数は、当該申請に係る病床と機能及び性

格を同じくする既存の病床数等を勘案し、必要最小限とすること。

なお、これらの特例の対象となった病床については、既存病床数として算定する

ものであること。

(5) 法第30条の4第10項の規定による特例は、地域医療連携推進法人（法第70条の 5

第 1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。以下同じ。）の参加法人（法第70

条第1項に規定する参加法人をいう。以下同じ。）同士文は同一参加法人内で、地

域医療構想の達成を推進するために必要なものであり、病床数の合計が増加してお

らず、地域医療連携推進法人の地域医療連携推進評議会（法第70条の 3第 1項第1
号に規定する地域医療連携推進評議会をいう。）の意見を聴き、また、当該意見を

尊重した上で行われる場合に実施できるものであること。

なお、必要な病床数を認めるに当たっては、病院の病床等の増加等の申請に係る

構想区域における地域医療構想調整会議（法第30条の14第 1項に規定する協議の場

をいう。）の協議の方向性に沿ったものであることを確認すること。

(6) 法第30条の4第 7項から第10項までの規定による特例については、都道府県医療



審議会に諮ること。

この場合、特例としての取扱いを必要とする理由及び特例としての取扱いをしよ

うとする病床数の算定根拠を明らかにして当該都道府県医療審議会の意見を聴く

ものとすること。

また、前記の規定（法第30条の4第10項の規定を除く。）に基づき、特例として

の取扱いを受ける数について厚生労働大臣に協議するときは、特例としての取扱い

を必要とする理由及び特例としての取扱いをしようとする病床数の算定根拠等を

記載した申請書（別紙様式1、2）に当該都道府県医療審議会の意見を附すること。

(7) 都道府県において療養病床及び一般病床の整備を行う際には、地域医療構想の

達成に向けた取組と整合的なものとなるよう、既存病床と基準病床数の関係性だ

けではなく、地域医療構想における将来の病床数の必要量を踏まえて対応するこ

と。具体的には「地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意す

べき事項についてJ（平成 29年 6月 23日付け医政地発 0623第1号厚生労働省医

政局地域医療計画課長通知）における留意事項を参照すること。

5 既存病床数及び申請病床数について

(1) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。）第30条の33

第 1項第1号により国の開設する病院又は診療所であって宮内庁、防衛省等の所管

するもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病

院文は診療所等の病床について、既存病床数及び当該申請に係る病床数の算定に当

たり、当該病床の利用者のうち、職（隊）員及びその家族以外の者、従業員及びそ

の家族以外の者等の部外者が占める率による補正を行うこととしているのは、それ

らの病院文は診療所の病床については部外者が利用している部分を除いては、一般

住民に対する医療を行っているとはいえないからであること。

なお、当該病院又は当該診療所の開設許可の申請があったときは、その開設の目

的につき十分審査するものとすること。また、開設の目的につき変更の申請があっ

たときも同様とすること。

(2) 放射線治療病室の病床については、専ら治療を行うために用いられる病床である

ことから、これを既存病床数及び当該申請に係る病床数として算定しないものとす

ること。

無菌病室、集中治療室（ICU）及び心臓病専用病室（CCU）の病床については、 専

ら当該病室の病床に収容された者が利用する他の病床が同一病院又は診療所（以下

「病院等」という。）内に別途確保されているものは、既存の病床数として算定し

ないものとしていたが、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成29年厚生労働

省令第27号。以下「改正省令」という。）による改正により、平成30年4月 1日以

降はこれまで既存の病床数として算定していなかったものを含めて、全て既存の病

床数として算定すること。

(3) 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床

数に算定しないこと。

(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

（平成15年法律第110号）第16条第 1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた

指定入院医療機関である病院の病床（同法第42条第 1項第 1号又は第61条第 1項第

1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。）に

ついては、既存の病床数に算定しないこと。

(5) 診療所の一般病床のうち、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法

等の一部を改正する法律（平成18年法律第84号）附則第3条第 3項に定める「特定

病床jについては、別途政令で定める日までの問、既存の病床数に算定しないこと。

(6) 平成30年4月 1日以降、診療所の療養病床又は一般病床について、改正省令によ

る改正後の規則第1条の14第7項第 1号又は第2号に該当する診療所として都道

府県医療審議会の議を経たときは、都道府県知事への許可申請の代わりに届出によ

り病床が設置されることとなるが、既存の病床数の算定に当たっては当該届出病床

も含めて算定を行うこと。

6 医療計画の作成手順等について

(1) 法第30条の4第12項の「医療と密接な関連を有する施策」とは、基本方針第九に

掲げる方針等が該当すること。

(2) 法第30条の4第13項の規定において、都道府県は医療計画を作成するに当たり、

都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認め

るときは、関係都道府県と連絡調整を行うこと。

これは、 5疾病・ 5事業及び在宅医療に係る医療連携体制の構築など、施策の内

容によっては、より広域的な対応が求められることから、都道府県内における自己

完結にこだわることなく、当該都道府県の境界周辺の地域における医療を確保する

ために、必要に応じて隣接県等との連携を図ることが求められているものである。

(3) 法第30条の 4第14項の「診療文は調剤に関する学識経験者の団体Jとしては、都

道府県の区域を単位として設立された医師会、歯科医師会及び薬剤師会が考えられ

ること。

(4) 法第30条の4第15項の規定により、医療計画の作成等に関して、都道府県ごとに

設けられている保険者協議会（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第157条の 2第1項に規定する協議会をいう。）の意見を事前に聴くこと。

(5) 法第30条の4第16項の規定における医療計画の変更とは、法第30条の 6の規定に

基づく変更をいうものであり、例えば、 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに

係る医療連携体制において、医療機能を担う医療提供施設を変更する場合などは、

この規定に基づく医療計画の変更には当たらないこと。

(6) 医療計画については、法第30条の 6の規定に基づき、 6年ごとに調査、分析及び

評価を行い、必要がある場合は変更すること。また、在宅医療その他必要な事項に

ついては、 3年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合は変更すること。

(7) 医療計画、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を一体的

に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、医療介護総合確保

方針第 2の二の 1に規定する協議の場を設置すること。

また、病床の機能分化・連携に伴い生じる、介護施設、在宅医療等の新たなサー

ビス必要量に関する整合性の確保が重要であることから、都道府県介護保険事業支

援計画及び市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画に

おいて掲げる在宅医療の整備目標が整合的なものとなるよう、当該協議の場におい

て、必要な事項についての協議を行うこと。

7 医療計画の推進について
(1) 法第30条の 7第1項において、医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の

達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努め

るとともに、同条第2項において、必要な協力をするに際しては、他の医療提供施

設との業務の連携を図りつつ、それぞれ定められた役割を果たすよう努めるものと
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されていること。また、同条第3項において、病院文は診療所の管理者は在宅医療

を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、必要な支援を行うよう努めるも

のとされていること。

(2) 法第30条の 7第4項の規定に基づく病院の開放化については、単に病床や医療機

器の共同利用にとどまらず、当該病院に勤務しない地域の医師等の参加による症例

の研究会や研修会の開催までを含めた広義のものであること。

また、医療計画の推進を図るに当たっては、大学における医学文は歯学に関する

教育又は研究に支障を来さないよう十分配慮すること。なお、同項の「当該病院の

医療業務」には、大学附属病院における当該大学の教育文は研究が含まれること。

(3) 法第30条の 9の規定に基づく国庫補助については、医療計画の達成を推進するた

めに、医療計画の内容を考慮しつつ行うこととしていること。

(4) 医療許画の推進の見地から、病院の開設等が法第30条の11の規定に基づく勧告の

対象とされた場合においては、独立行政法人福祉医療機構の融資を行わないことと

していること。

8 都道府県知事の勧告について

(1) 法第30条の11の「医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合」とは、原則

として法第7条の 2第 1項各号に掲げる者以外の者が、病院の開設又は病院の病床

数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合、又は診療所の病床の

設置若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、その病床の

種別に応じ、その病院又は診療所の所在地を含む二次医療圏又は都道府県の区域に

おける既存の病床数が、医療計画に定める当該区域の基準病床数に既に達している

場合又はその病院文は診療所の開設等によって当該基準病床数を超えることとな

る場合をいうものであること。

また、 「病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更文は

診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告する」とは、それ

ぞれの行為の中止又はそれぞれの行為に係る申請病床数の削減を勧告することを

いうものであること。なお、都道府県知事は、勧告を行うに先立ち、病院又は診療

所を開設しようとする者に対し、可能な限り、他の区域における病院又は診療所の

開設等について、助言を行うことが望ましいものであること。

(2) 法第30条の11の規定に基づく勧告は、法第 7条の許可文は不許可の処分が行われ

るまでの聞に行うものであること。

(3) 精神病床、結核病床及び感染症病床については、都道府県の区域ごとに基準病床

数を算定することとされているが、これらの病床が都道府県の一部に偏在している

場合であって、開設の申請等があった病院の所在地を含む二次医療圏及びこれと境

界を接する他の二次医療圏（他の都道府県の区域内に設定された二次医療圏を含

む。）の内にその申請に係る種別の病床がないときは、当該都道府県の区域におけ

る病院の病床数が医療計画に定める当該区域の基準病床数に既に達している等の

場合であっても勧告の対象としないことが適当と考えられること。なお、その際に

は都道府県医療審議会の意見を聴くこと。

(4) 病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床の種別

ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わないこと。

(5) 病院又は診療所が移転する場合であっても、その前後で、その病院又は診療所が

存在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の数並びに都道府県内の精神病床、

結核病床文は感染症病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。

なお、特定病床を有する診療所が移転する場合、その診療所が存在する二次医療

圏内の既存病床数は当該特定病床分増加することとなるが、移転の前後で病床の種

別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わないものとする。

(6) 病院を開設している者がその病院を廃止し、当該病院を開設していた場所におい

て診療所の病床を設置する場合であっても、その診療所が存在する二次医療圏内の

療養病床及び一般病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。

(7) 国（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、

独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人戸

国立がん研究センタ｝、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開

発法人国立精神・神経医療研究センタ一、国立研究開発法人国立国際医療研究セン

ター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医

療研究センター及び国立大学法人を含む。以下閉じ。）の開設する病院又は診療所

については、法第6条に基づく医療法施行令（昭和23年政令第326号）第 3条の規

定により、法第30条の11の規定は適用されないこと。

なお、国が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、

若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数

を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、 「医療法の一部を改

正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて」 （昭和39年3月19

日閣議決定）又は法第7条の 2第8項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、

その計画に関し、厚生労働大臣に協議等をするものとされていること。

この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及びその概要を

通知するとともに、当該計画の審査をするために必要な資料及び医療計画の達成の

推進を図る観点からの意見の提出を求めるものとすること。

(8) 医育機関に附属する病院を開設しようとする者文は医育機関に附属する病院の

開設者若しくは管理者に対して勧告しようとするときは、大学における医学又は歯

学に関する教育研究に係る立場から、意見を述べる機会を与えることが望ましいも

のであること。

(9) 平成30年4月 1日以降、診療所の療養病床又は一般病床の設置について、改正省

令による改正後の規則第 1条の14第 7項第 1号又は第2号に該当する次の診療所

のいずれかとして都道府県医療審議会の議を経た場合は、都道府県知事への許可申

請の代わりに届出により病床が設置されることとなるため、勧告の対象とならない

こと。

なお、次の診療所については、 「良質な医療を提供する体制の確立を図るための

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」 （平成18年12月27日付け医

政発第1227017号厚生労働省医政局長通知）における留意事項を参照されたい。

① 法第30条の 7第 2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所

その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所

② へき地の医療、周産期医療、小児医療、救急医療その他の地域において良質か

つ適切な医療が提供されるために必要な診療所

9 公的性格を有する病院文は診療所の開設等の規制について

法第30条の 4第16項の規定により医療計画が公示された日以降における法第 7条

の2第 1項各号に掲げるものが開設する公的性格を有する病院文は診療所の開設等

の規制は、当該医療計画に定める区域及び基準病床数を基準として行われるものであ

ること。
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はじめに

都道府県は、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、

当該都道府県における医療計画を定めることとされているが、医療計画の作成の手法

その他重要な技術的事項については、厚生労働大臣が都道府県に対し必要な助言をす

ることができることとされている。本指針は、そのような事項について都道府県の参

考となるものを手引きの形で示したものである。

第 1 医療計画作成の趣旨

我が国の医療提供体制については、国民の健康を確保し、国民が安心して生活を送

るための重要な基盤となっている。一方で、、高齢化の進行や医療技術の進歩、国民の

意識の変化など、医療を取り巻く環境が大きく変わる中、誰もが安心して医療を受け

ることができる環境の整備が求められている。

特に、人口の急速な高齢化や社会構造の多様化・複雑化が進む中、がん、脳卒中、

心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の 5疾病（以下「 5疾病」という。）

については、生活の質の向上を実現するため、患者数の増加の状況も踏まえつつ、こ

れらに対応した医療提供体制の構築が求められている。

さらには、地域医療の確保において重要な課題となる救急医療、災害時における医

療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急を含む。）の 5事業（以下「 5

事業」という。）及び居宅等における医療（以下「在宅医療」という。）についても、

これらに対応した医療提供体制の構築により、患者や住民が安心して医療を受けられ

るようにすることが求められている。

5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれについて、地域の医療機能の適切な分化・

連携を進め、切れ目ない医療が受けられる効率的で質の高い医療提供体制を地域ごと

に構築するためには、医療計画における政策循環の仕組みを一層強化することが重要

となる。

具体的には、住民の健康状態や患者の状態（成果（アウトカム））を踏まえた上で、

医療提供体制に関する現状を把握し、現行の医療計画に対する評価を行い、目指すべ

き方向（ 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれの目指すべき方向をいう。以下同じ。）

の各事項を踏まえて、課題を抽出し、課題の解決に向けた施策の明示及び数値目標の

設定、それらの進捗状況の評価等を実施する。施策及び事業評価の際には、施策及び

事業の結果（アウトプット）のみならず、地域住民の健康状態や患者の状態（アウト

カム）、地域の医療の質などの成果（プロセス）にどのような影響（インパクト）を

与えたか、また、目指すべき方向の各事項に関連づけられた施策群が全体として効果

を発揮しているかという観点も踏まえ、必要に応じて医療計画の見直しを行う仕組み

を、政策循環の中に組み込んでいくことが必要となる。

都道府県には、 5疾病・ 5事業及び在宅医療について、それぞれに求められる医療

機能を明確にした上で、地域の医療関係者等の協力の下に、医療連携体制（医療提供

施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。）

を構築するとともに、それをわかりやすく示すことにより、患者や住民が地域の医療

機関ごとの機能分担の現状を理解し、病期に適した質の高い医療を受けられる体制を

整備することが求められている。

なお、医療計画の作成に際して、医療や行政の関係者に加え、患者（家族を含む。

以下閉じ。）や住民が医療の現状について共通の認識を持ち、課題の解決に向け、一

体となって協議・検討を行うことは今後の医療の進展に大きな意義を有するものであ
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る。このため、都道府県は、患者・住民の作業部会等への参加やタウンミーティング

の開催、患者・住民へのヒアリングやアンケート調査、医療計画のパブ、リックコメン

トなどにより、患者・住民の意見を反映させること。

第2 医療計画作成に当たっての一般的留意事項

1 医療計画作成等に係る法定手続

医療計画の作成等に関しては、医療法（昭和23年法律第205号。以下「法Jとい

う。）に基づく次の手続きが必要で、ある。

(1) 医療計画を作成するに当たり、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給

の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うもの

とする。

(2) 医療計画を作成するため、都道府県の区域を単位として設置された医師会、歯

科医師会、薬剤師会等診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴く。

(3) 医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市町村（救急業

務を処理する地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第 1項に規定する一部

事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）及び保険者協議会（高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第157条の 2第 1項に規定する協議会

をいう。以下同じ。）の意見を聴く。

(4) 医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審

議会の意見を聴く。

(5) 医療計画を定め、変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに

その内容を公示する。

(6) 医療計画を作成し、施策を実施するために必要がある場合は、市町村、官公署、

医療保険者、医療提供施設の開設者又は管理者に対して、医療機能に関する情報

等必要な情報提供を求めることができる。

2 記載事項

次の事項については、医療計画に必ず記載しなければならない。

(1) 都道府県において達成すべき、 5疾病・ 5事業及び在宅医療の目標に関する事

項

(2) 5疾病・ 5事業及び在宅医療に係る医療連携体制に関する事項

(3) 医療連携体制における医療機能に関する情報提供の推進に関する事項

(4) 医療従事者の確保に関する事項

(5) 医療の安全の確保に関する事項

(6）’病床の整備を図るべき区域の設定に関する事項

(7) 基準病床数に関する事項

(8) 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮、した医療提供施設の整

備の目標に関する事項

(9) 地域医療構想、に関する事項

(IO）病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

(11）その他医療提供体制の確保に関し必要な事項

3 他計画等との関係

医療計画の作成に当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に
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関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、

社会福祉その他医療と密接に関連を有する施策との連携を図るよう努める。

また、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第64号。以下「医療介護総合確保法」という。）に定める総合確保方針及び都

道府県計画並びに介護保険法（平成9年法律第123号）に定める基本方針、都道府

県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らな

ければならない。

なお、医療の確保に関する内容を含む計画及び医療と密接に関連を有する施策と

しては、例えば次のようなものが考えられる。

(1) 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）に基づく過疎地域自立促

進計画

(2) 離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興計画

(3) 山村振興法（昭和40年法律第64号）に基づく山村振興計画

(4) 医療提供体制の確保に関する基本方針（平成19年厚生労働省告示第70号。以下

「基本方針Jという。）第九に掲げる方針等

① 健康増進法（平成14年法律第103号）に定める基本方針及び都道府県健康増

進計画

② 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に定める医療費適

正化基本方針及び都道府県医療費適正化計画

③ がん対策基本法（平成18年法律第98号）に定めるがん対策推進基本計画及び

都道府県がん対策推進計画

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律123号）に定める

指針

⑤ 肝炎対策基本法（平成21年法律第97号）に定める肝炎対策基本指針

⑥ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）に定める基

本方針

⑦ アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号）に定める基本指針

⑧ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に定める基本的な方針

⑨ 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）に定める自殺総合対策大綱及び都道

府県自殺対策計画

⑩ アルコール健康障害対策基本法（平成25年法律第109号）に定めるアノレコ」

ル健康障害対策推進基本計画及び都道府県アルコール健康障害対策推進計画

⑪ 歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号）に定める基本的事

項

⑫ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号）に定める基本指針及び都道府県障害福祉計画

4 医療計画の作成体制の整備

各種の調査及び医療計画の作成に当たっては、関係行政機関、医療関係団体等と

の協議の場を設けるなど関係者の十分な連携の下に進めることが望ましい。特に、

5疾病・ 5事業及び在宅医療に係る医療連携体制については、医師、歯科医師、薬

剤師、看護師その他の医療従事者、介護保険法に定める介護サービス事業者、患者・

住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されることが重要である。

なお、法第30条の 9に基づき厚生労働省が予算の範囲内で補助することとしてい
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る医療提供体制推進事業費補助金（医療連携体制推進事業）については、前述のよ

うな体制整備に活用できるものである。

5 医療計画の名称等

都道府県における医療計画の名称は 「00県医療計画j とすることが望ましい

が、法に基づく手続により作成され、法に基づく事項が記載されている計画であれ

ば、例えば「00県保健医療計画」のような名称のものであっても差し支えなく、

また、福祉等他の関連する分野の内容を含む包括的な計画であっても差し支えない。

6 医療計画の期間

医療計画については、 6年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合、

医療計画を変更するものとしている。また、在宅医療その他必要な事項については、

3年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合、医療計画を変更するもの

としている。

第 3 医療許画の内容

医療計画の内容は概ね次のようになると考えられるが、その構成を含めた具体的な

内容については、都道府県において、基本方針に即して、かっ、それぞれの地域の実

情に応じて、定めるものとする。

ただし、法第30条の 4第 2項において医療計画の記載事項とされているものについ

ては、必ず記載するものとする。

1 医療計画の基本的な考え方

医療計画を作成するに当たって、都道府県における基本的な考え方を記載する。

(1) 医療計画作成の趣旨

医療計画に関する根拠法令と作成の趣旨を明示する。

(2) 基本理念

基本方針との整合性に留意の上、都道府県における基本的な理念を記載する。

(3) 医療計画の位置付け

保健、福祉等他の関連する分野の内容を含む包括的な計画を作成している場合

には、医療計画との関係を明示する。

(4) 医療計画の期間

計画の対象期間を記載する。

なお、基準病床数について計画全体と異なる期間を対象とする場合には、その

期間を付記する。

2 地域の現状

医療計画の前提条件となる地域の現状について記載する。その際、医療に関する

事項のほか、公衆衛生、薬事及び社会福祉に関する事項並びに社会経済条件等に関

する事項を記載することが考えられる。

参考として地域の現状に関する指標として考えられるものを次に示す。

(1) 地勢と交通

地域の特殊性、交通機関の状況、地理的状況、生活圏等

(2) 人口構造（その推移、将来推計を含む。）
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人口、年齢三区分人口、高齢化率、世帯数等

(3) 人口動態（その推移、将来推計を含む。）

出生数、死亡数、平均寿命等

(4) 住民の健康状況

生活習慣の状況、生活習慣病の有病者・予備群の数等

(5) 住民の受療状況

入院・外来患者数、二次医療圏（法第30条の4第 2項第12号に規定する区域を

いう。以下閉じ。）文は都道府県内における患者の受療状況（流入患者割合（二

次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合をいう。以下

問じ。）及び流出患者割合（二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計

流出入院患者割合をいう。以下同じ。）を含む。）、病床利用率、平均在院日数

等

(6) 医療提供施設の状況

① 病院（施設数、病床種別ごとの病床数）

② 診療所（有床及び無床診療所、歯科診療所の施設数、有床診療所の病床数）

③ 薬局

④ その他

3 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制

5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制については、基本方

針第四で示された方針に即して、かっ、患者や住民にわかりやすいように記載する。

具体的には、 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれについて、 (1）住民の健康

状態や患者の状態（成果（アウトカム））、患者動向や医療資源・連携等の医療提

供体制について把握した現状、（2）成果を達成するために必要となる医療機能、（3)

課題、数値目標、数値目標を達成するために必要な施策、（4）原則として、各医療

機能を担う医療機関等の名称、（5）評価・公表方法等を記載する。

また、記載に当たっては、（6）公的医療機関等及び独法医療機関並びに社会医療

法人の役割、（7）病病連携及び病診連携にも留意する。

さらに、特に必要な場合には、関係機関の役割として、（8）歯科医療機関（病院

歯科、歯科診療所），の役割、（9）薬局の役割、（10）訪問看護ステーションの役割

についても記載すること。

(1) 現状の把握

住民の健康状態や患者の状態（成果（アウトカム））、受療動向に関する情報、

医療資源・連携等に関する情報に基づき、地域の医療提供体制等の現状を記載す

る。

また、 5疾病・ 5事業及び在宅医療については、全都道府県共通のストラクチ

ャー・プロセス・アウトカムに分類した指標を用いることで、住民の健康状態、

医療提供体制の経年的な比較、あるいは医療圏間の比較や医療提供体制に関する

指標間相互の関連性なども明らかにする。

(2) 必要となる医療機能

例えば、脳卒中の病型ごとの年齢調整死亡率や急性期、回復期から維持期に至

るまでの各病期において求められる医療機能を記載するなど、医療連携体制の構

築に必要となる医療機能を、 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれについて明

らかにする。
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(3) 課題、数値目標、数値目標を達成するために必要な施策

5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれについて、（1）で把握した現状を分析

し、地域の医療提供体制の課題を抽出する。第2の3に掲げる各計画等で定めら

れた目標を勘案し、また、目指すべき方向を踏まえて、それぞれの課題を抽出し、

さらに地域の実情に応じて、評価可能で具体的な数値目標を定めた上で、数値目

標を達成するために必要な施策を記載する。施策の検討に当たっては、課題につ

いて原因分析を行い、検討された施策の結果（アウトプット）が課題に対してど

れだけの影響（インパクト）をもたらしうるかという観点を踏まえる。

(4) 医療機関等の具体的名称

各医療機能を担う医療機関等については、原則として名称を記載する。

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機

能を担うこともある。

また、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を

担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、別途当該医療機

関等の名称を表示したホームページのURLを医療計画上に記載する等の方法をと

ることも差し支えない。

(5) 評価・公表方法等

5疾病・ 5事業及び在宅医療について、評価・公表方法及び見直しの体制を明

らかにする。目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況の把握、評価について、

都道府県医療審議会等により定期的に実施し（ 1年ごとの実施が望ましい。）、

目標に対する進捗状況が不十分な場合、その原因を分析した上で、施策及び事業

の結果（アウトプット）のみならず、住民の健康状態や患者の状態（成果（アウ

トカム））、地域の医療の質などの成果（プロセス）にどのような影響（インパ

クト）を与えたかといった観点から、必要に応じて施策の見直しを図ることが必

要である。

なお、都道府県医療審議会等において評価等を行うに当たっては、その役割が

発揮できるよう、委員の構成（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、医療保険者、

医療を受ける立場にある者（患者等）、学識経験のある者）及び運営（作業部会

の積極的な活用や患者を代表する委員への情報の提供等）について、適切に取り

組むこと。

(6) 公的医療機関等及び独法医療機関並びに社会医療法人の役割

公的医療機関等（法第7条の 2第 1項各号に掲げる者が開設する医療機関をい

う。以下同じ。）及び医療法施行令（昭和23年政令第326号。以下「令jという。）

第4条の 6に掲げる独立行政法人（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

及び独立行政法人海技教育機構を除く。国立大学法人法施行令（平成15年政令第

478号）第23条第2項において令第4条の 6で定める独立行政法人とみなして、

法第7条の 2第 8項の規定を準用する国立大学法人を含む。）が開設する医療機

関（以下「公的医療機関等及び独法医療機関Jという。）の役割や公的医療機関

等及び独法医療機関と民間医療機関との役割分担を踏まえ、医療提供施設相互間

の機能分担及び業務連携を記載する。

特に、公立病院等公的医療機関（法第 31条に規定する公的医療機関をいう。）

については、その役割として求められる救急医療等確保事業（法第 30条の4第

2項第5号イからへまでに掲げる事業をいう。以下同じ。）に係る業務の実施状

況を病院ごとに明らかにする。
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なお、総務省が公表した「新公立病院改革ガイドラインJ （平成27年 3月）を

十分勘案し、公立病院に係る再編・ネットワーク化等との整合性を図るものとす

る。

また、社会医療法人については、救急医療等確保事業において積極的な役割を

図ることとしていることから、認定を受けた事業全てにおいて社会医療法人であ

ることを明確にすることが重要である。

(7) 病病連携及び病診連携

今後、地域における医療提供体制の構築に当たっては、地域医療構想（法第30

条の4第2項第 7号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）における病床

の機能分化・連携を進めていくこととしており、それぞれの医療機関が地域にお

いて果たす役割を踏まえ、地域全体で効率的・効果的な医療提供体制を構築して

いくことが必要である。医療計画においては、急性期から回復期・慢性期までの

切れ目ない連携体制の構築に取り組むことや、疾病予防・介護予防まで含めた体

制の構築を進めていくことから、病病連携及び病診連携を、より一層進めること

が必要となる。

なお、病病連携や病診連携など、医療機関及び関係機関との連携に当たって、

効率的に患者の診療情報等を共有するため、情報通信技術（ICT）の活用も含め

た検討を行うこと。

(8) 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

地域包括ケアシステム（医療介護総合確保法第2条第 1項に規定する地域包括

ケアシステムをいう。）の構築を進める上で、歯科医療機関は地域の医療機関等

との連携体制を構築することが重要である。特に、近年は、口腔ケアが誤嚇性肺

炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く指摘されている

ことから、各医療連携体制の構築に当たって、歯科医療が果たす役割を明示する

とともに、入院患者や在宅等で療養を行う患者に対する医科歯科連携等を更に推

進することが必要となる。

(9) 薬局の役割

地域において安全で質の高い医療を提供するためには、薬物療法についても入

院から外来・在宅医療へ移行する中で円滑に提供し続ける体制を構築することが

重要である。このため、地域の薬局では、医薬品等の供給体制の確保に加え、医

療機関等と連携して患者の服薬情報を一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学

的管理・指導を行うこと、入退院時における医療機関等との連携、夜間・休日等

の調剤や電話相談への対応等の役割を果たすことが必要となる。

(10）訪問看護ステーションの役割

住み慣れた地域で安心して健やかに暮らすためには、 24時間切れ目のない医療

サービスが提供されるとともに、医療機関と居宅等との間で、療養の場が円滑に

移行できることが必要である。そのため、在宅において、患者の医療処置や療養

生活の支援等のサービスを提供する訪問看護ステーションの役割は、重要である。

高齢多死社会を迎え、特に今後は在宅においても、看取りや重症度の高い利用者

へ対応できるよう、訪問看護ステーション聞や関係機関との連携強化、訪問看護

ステーションの大規模化等の機能強化による安定的な訪問看護サービスの提供

体制の整備が必要である。また、日常的に医療を必要とする小児患者への対応に

ついても、医療・福祉サービスを提供する関係機関との連携を強化するなど充実

することが必要である。
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4 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療

5疾病・ 5事業以外で都道府県における疾病の発生の状況等に照らして、都道府

県知事が特に必要と認める医療について明記する。

5 医療従事者の確保

医療従事者の確保に関する事項については、医療連携体制を構築する取組自体が

偏在解消への対策になること及び都道府県が中心となって医師を地域の医療機関

へ派遣する仕組みの再構築が求められていることを踏まえ、法第30条の23第 1項の

規定に基づく医療従事者の確保に関する事項に関し、必要な施策を定めるための協

議会（以下「地域医療対策協議会Jという。）を開催し、当該協議会において決定

した具体的な施策を記載する。

【地域医療対策協議会の取組】

① 地域医療対策協議会の議論の経過等

② 地域医療対策協議会の定めた施策

(1) 医師の確保について

地域医療対策協議会において決定した具体的な施策に沿って、地域における医

師（臨床研修医を含む。）の確保が図られるよう、医師のキャリア形成支援と一

体的に地域の医療機関の医師確保を支援する事業等（以下「地域医療支援センタ

ー事業等」という。）について記載する。

なお、地域医療対策協議会は、地域医療支援センター事業による取組状況の報

告等を効果的に活用し、医療従事者の確保に関する施策の推進や見直しに努める

こと。

【地域医療支援センター事業等の内容】

① 各都道府県内の医療機関や地域の医師の充足状況等の調査・分析

② 医師に対する専門医資格の取得支援や研修機会の提供等のキャリア形成支

援

③ 医療機関への就業を希望する医師等に関する情報の提供

④ 医師を募集する医療機関に関する情報の提供

⑤ 医師等に関する無料の職業紹介事業又は労働者派遣事業

⑥ 医学生等を対象とした地域医療に係る理解を深めるための事業（地域医療体

験セミナー等）の実施

⑦ 地域医療支援センター事業等と他の都道府県の同事業との連携

⑧ 地域の医師確保で有効と考えられる施策についての国への情報提供 等

地域医療支援センター事業等の記載に当たっては、医師の地域への定着を一層

推進するため、以下の観点を踏まえて記載する。

（地域枠及びキャリア形成プログラムについて）

ア 大学所在都道府県の出身者が、臨床研修修了後、その都道府県に定着する

割合が高いことを踏まえ、地域枠の入学生は、原則として、地元出身者に限

定（注 1）。特に、修学資金貸与事業における就業義務年限については、対

象者間のパラつきを全国で是正するため、同様の枠組みである自治医科大学

と同程度の就業義務年限（貸与期間の 1.5倍）とし、これを前提としてイに

規定するキャリア形成プログラムを策定

イ 地域枠医師の増加等に対応し、医師のキャリア形成が確保された医師確保
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が進められるよう、以下の点に留意して、キャリア形成プログラムを必ず策

定（注 2)

医師のキャリア形成に関する知見を得ることや、重複派遣を防止するな

ど医師確保の観点から大学（医学部・附属病院）による医師派遣と整合的

な医師派遣を実施することができるよう、キャリア形成プログラムを策定

する際には、大学（医学部・附属病院）と十分連携すること。

大学所在都道府県における臨床研修修了者は、臨床研修修了後、大学所

在都道府県に定着する割合が高いことから、原則として、大学所在都道府

県において臨床研修を受けることとするよう、キャリア形成プログラムに

位置づけること。（注 3)

医師が不足する地域や診療科における医師を確保するという医学部定員

の暫定増の本来の趣旨に鑑み、キャリア形成プログラムにおいて、勤務地

や診療科を限定すること。

特段の理由なく、特定の開設主体に派遣先が偏らないようなキャリア形

成プログラムとすること。

出産、育児、家族の介護の場合や、事前に想定できないやむを得ない特

段の事情が生じた場合には、キャリア形成プログラムの内容の変更等につ

いて、柔軟に対応できるようにすること。

（医師の勤務負担軽減について）

ウ 医師の勤務負担軽減に配慮した地域医療支援センターの派遣調整等

グルーフ。診療を可能にするよう、同一の医療機関に同時に複数の医師を

派遣したり、他の病院から代診医師を派遣するようあっせんしたりするこ

と。

へき地以外でも代診医師の派遣や遠隔での診療が進むよう支援すること。

地域医療支援センターが医師を派遣する医療機関における勤務環境改善

を進めるため、例えば次のような方法により、地域医療支援センターと医

療勤務環境改善支援センターが連携すること。

派遣前：医療勤務環境改善支援センターが、派遣候補となっている医療機

関の勤務環境を確認し、勤務環境の改善につながるような助言等

を行うこと。

派遣後：地域医療支援センターが派遣医師から継続的に勤務環境等につい

て聴取じ、課題等を把握した場合は、医療勤務環境改善支援セン

ターが勤務環境を再度確認し、その改善につながるような助言等

を行うこと。

（へき地の医師確保について）

エ 地域医療支援センターによるへき地医療支援機構の統合も視野に、へき地

に所在する医療機関への派遣を含めたキャリア形成プログラムの策定など、

へき地も含めた一体的な医師確保を実施

（その他）

オ詳細な医師の配置状況が把握できる新たなデータベース（注4）の医師確

保への活用

カ 地域医療支援センターの取組の認知度向上や医師確保対策の実効性向上の

ため、 SN S等の活用や、医師確保対策に若手医師の主体的な参画を促すな

ど、若手医師へのアプロ｝チを強化
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（注1）地域医療介護総合確保基金を活用して、都道府県が学生に奨学金を

貸与している地域枠（他の都道府県に所在する大学医学部に設置された

地域枠を含む。）については、原則として、地域枠を設置している都道

府県の地元出身者に限定すること。また、その他の地域枠に関しても、

地域枠の趣旨に鑑み、他の地域枠医師の定着策を講じている場合を除い

ては、地域枠を設置している都道府県の地元出身者に限定することが望

ましいこと。

（注2）キャリア形成プログラム：主に地域枠医師を対象に、地域医療に従

事する医師のキャリア形成上の不安解消、医師不足地域・診療科の解消

を目的として、都道府県（地域医療支援センタ一等）が主体となり策定

された医師の就業プログラム。

地域医療介護総合確保基金を活用して、都道府県が学生に奨学金を貸

与している地域枠については、必ずキャリア形成プログラムを策定する

こととするが、その他の地域枠や地域枠以外の医師についても、地域医

療への興味・関心をより一層高め、そのキャリアと地域医療に配慮され

た医師派遣が行われるよう、都道府県が策定したキャリア形成プログラ

ムの活用等がなされるよう検討すること。

（注3）他の都道府県に所在する大学医学部に設置された地域枠については、

出身都道府県以外の大学に進学した場合であっても、臨床研修を出身都

道府県で実施した場合、臨床研修修了後、出身都道府県に定着する割合

が高いことから、原則として、出身都道府県において臨床研修を受ける

こととするよう、キャリア形成プログラムに位置づけること。

（注4）厚生労働省の平成 29年度予算事業として作成予定。

(2) 医師以外の医療従事者の確保について

地域医療支援センタ一事業等が対象とする医療従事者以外の、例えば以下の職

種についても、必要に応じて、その資質向上に関する事項を含め、医療従事者の

確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。

【医療従事者の現状及び目標】

① 歯科医師

② 薬剤師

③ 看護職員（保健師・助産師・看護師（特定行為研修を修了した看護師を含

む。） ・准看護師）

④ その他の保健医療従事者

診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、

視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生

士、歯科技工士、管理栄養士等

⑤ 介護サービス従事者

特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、以下の観点

を踏まえること。

ア 歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点

を踏まえ、医科歯科連携を更に推進するために病院における歯科医師の役割

をより明確にすることが望ましい。具体的には、病院における歯科医師の配

置状況を把握した上で、病院における歯科医療の向上に資する取組について

記載すること等が考えられる。
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イ 薬剤師については、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョンj

（平成 27年 10月 23日付け薬生総発 1023第 3号厚生労働省医薬・生活衛生

局総務課長通知）を踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関する専門的情報の

習得を基礎としつつ、患者・住民とのコミュニケーション能力の向上に資す

る研修及び医療機関等との連携強化につながる多職種と共同で実施する研

修等が行われるよう、研修実施状況を把握し、関係者間の調整を行うこと。

ウ 看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護

師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復職支援や、医療

機関の勤務環境改善による離職防止などの取組を推進していくこと。

また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養

成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行為研修（保健師助産

師看護師法（昭和 23年法律第 203号）第 37条の 2第2項第4号に規定する

特定行為研修をいう。）を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を

行う協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた計画について、可能な限り

具体的に記載すること。

6 医療の安全の確保

医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標について、（1）及び（2)

により記載する。

なお、記載に当たっては、以下の事項に留意する。

地域の患者や住民がわかりやすく理解できるよう医療計画に記載すること。

その際、都道府県は、保健所を設置する市及び特別区の協力のもと、医療提

供施設における医療安全を確保するための取組状況を把握し、都道府県が講ず

る医療安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発等の現状及びその目

標を計画に明示すること。

また、住民の身近な地域において、患者文はその家族からの医療に関する苦

情、相談に対応し、必要に応じて医療提供施設に対して必要な助言を行う体制

等を構築するため、都道府県における医療安全支援センターの設置状況及びそ

の目標についても計画に明示すること。

病院における高度な医療機器の配置状況及び稼働状況等を確認し、保守点検

を含めた評価を実施すること。

CT、MRI等の医療機器を有する診療所に対する当該機器の保守点検を含めた

医療安全の取組状況の定期的な報告を求めること。

(1) 医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に関する現状及び目

標

① 病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する医療安全管理

者を配置している医療施設数の割合

② 病院の総数に対する専従又は専任の医療安全管理者を配置している病院数

の割合

③ 病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する医療安全に関

する相談窓口を設置している医療施設数の割合

(2) 医療安全支援センターの現状及び目標

記載に当たっては、 「医療安全支援センターの実施について」 （平成19年 3月

30日付け医政発第0330036号厚生労働省医政局長通知）を参考に、次の事項につ
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いて記載すること。

① 二次医療圏の総数に対する医療安全支援センターを設置している二次医療

圏数の割合

② 相談職員（常勤換算）の配置数

③ ホ｝ムページ、広報等による都道府県、二次医療圏及び保健所設置市又は特

別区における医療安全支援センターの活動状況に関する情報提供の状況

④ 都道府県、二次医療圏、保健所における医療安全推進協議会の設置状況

7 基準病床数

(1) 療養病床及び一般病床

療養病床及び一般病床に係る基準病床数については、二次医療圏ごとに、医療

法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「規則j という。）第30条の30第 1
号に規定する算定式に基づいて算定する。

なお、全国平均で 9割以上の患者が、居住する都道府県内において、入院加療

を受けている現状を鑑み、特に必要とする場合にのみ、都道府県聞で調整を行う

ことができることとする。その際、基準病床数の算定にあたっては、医療機関所

在地に基づいた値を用いることとする。

(2) 精神病床、結核病床及び感染症病床

精神病床に係る基準病床数、結核病床に係る基準病床数及び感染症病床に係る

基準病床数については、都道府県の区域ごとに、規則第30条の30第 2号から第4

号に規定する算定式に基づいて算定する。

なお、法第30条の 4第 2項第13号の区域（以下「三次医療圏」という。）が一

都道府県において二以上設定された場合においても、基準病床数については当該

都道府県全体について定めることとする。

(3) 各区域における入院患者の流出入数の算出

各区域における入院患者の流出入数の算出に当たって病院に対し特に報告の

提出を求める場合には、医療計画作成の趣旨等を調査対象となる病院に十分説明

の上、円滑な事務処理が行われるよう配慮する。

(4) 基準病床数の算定の特例

各区域の急激な人口の増加が見込まれること等、令第5条の 2又は第5条の 3

で定める事情があるときは、都道府県知事が厚生労働大臣と協議の上算定する数

を基準病床数とすること等ができる。

(5) 都道府県知事の勧告

(1）から（3）までにより基準病床数が算定された後は、各区域において病院の

開設、病床数の増加若しくは病床の種別の変更、又は診療所の病床の設置若しく

は診療所の病床数の増加の許可の申請（以下「許可申請等j という。）があった

場合において、当該区域の既存病床数が基準病床数を超えている場合又は許可申

請等により病床数が基準病床数を超えることになる場合には、法第30条の11の規

定に基づく都道府県知事の勧告（当該病院等が公的医療機関等が開設等する病院

等であれば法第7条の 2第 1項に基づく不許可処分）の対象となり得る。

8 医療提供施設の整備の目標

地域医療支援病院の整備の目標

地域医療支援病院は、医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する
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医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医等を支援する能

力を備える病院である。

かかりつけ医等への支援を通じた地域医療の体系化と地域医療支援病院の整

備目標について、次の機能及び地域の実情を考慮、し検討を行う。

① かかりつけ医等からの紹介等、病診連携体制

② 共同利用の状況

③ 救急医療体制

④ 医療従事者に対する生涯教育等、その資質向上を図るための研修体制

その結果を踏まえ、必要に応じて地域医療支援病院の整備目標（例えば二次医

療圏ごとに整備する等）を設定する。

なお、地域医療支援病院を整備しない二次医療圏にあっては、医療機関相互の

機能分担及び業務連携等の充実を図ることが重要である。

9 地域医療構想の取組

地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に当たっては、別添

の地域医療構想策定ガイドラインを踏まえること。

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

5疾病・ 5事業及び在宅医療以外の疾病等について、その患者動向や医療資源等

について現状を把握した上で、都道府県における疾病等の状況に照らして特に必要

と認める医療等については、次の事項を考慮して、記載する。

また、各疾病等に対する医療を担う医療機関等の名称も記載するよう努めること。

(1) 障害保健対策

障害者（高次脳機能障害者、発達障害者を含む。）に対する医療の確保等（都

道府県の専門医療機関の確保、関係機関との連携体制の整備等）に関する取組

(2) 結核・感染症対策

① 結核対策、感染症対策に係る各医療提供施設の役割

② インフルエンザ、エイズ、肝炎などの取組

(3) 臓器移植対策

① 都道府県の取組

② 相談等の連絡先

(4) 難病等対策

① 難病、リウマチ、アレルギーなどの都道府県の取組

② 相談等の連絡先

(5) アレルギー疾患対策

① 都道府県の取組

② 相談等の連絡先

(6) 今後高齢化に伴い増加する疾患等対策

① ロコモティブシンドローム、プレイル等対策

ア ロコモティブシンドローム、プレイル、大腿骨頚部骨折対策の重要性

イ ロコモティブシンドローム、プレイル、大腿骨頚部骨折対策について、予

防、医療、介護の総合的な取組

② 誤礁性肺炎などの都道府県の取組

(7) 歯科保健医療対策
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① 都道府県の取組

② 相談等の連絡先

(8) 血液の確保・適正使用対策

① 都道府県の取組

② 相談等の連絡先

(9) 医薬品等の適正使用対策

① 都道府県の取組

② 相談等の連絡先

③ 治験の実施状況や医薬品提供体制

(10）医療に関する情報化

① 医療提供施設の情報システム（電子レセプト、カルテ等）の普及状況と取組

② 情報通信技術（ICT）を活用した医療機関及び関係機関相互の情報共有への

取組（情報セキュリティ対策を含む。）

(11）保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組

地域の医療提供体制の確保に当たっては、疾病予防から治療、介護までのニー

ズに応じた多様なサービスが地域において切れ目なく一貫して提供される、患者

本位の医療の確立を基本とすべきである。

このため、疾病予防、介護、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接に関

連を有する施策について、連携方策や地域住民への情報提供体制を記載する。

なお、医療と密接に関連を有する施策としては、第2の3に掲げる計画等が求

められている。

11 施策の評価及び見直し

施策の実施状況については、都道府県は、設定した数値目標等を基に、施策の達

成状況を検証し、次の医療計画の見直しに反映させることが求められる。

法第30条の 6に基づいて行う施策の評価及び見直しについては、次に掲げる項目

をあらかじめ医療計画に記載する。

(1) 施策の目標等

5疾病・ 5事業及び在宅医療の医療連携体制に係る数値目標等

(2) 推進体制と役割

施策の目標を達成するための推進体制及び関係者の責務と役割

(3) 目標の達成に要する期間

(4) 目標を達成するための方策

(5) 評価及び見直し

(6) 進捗状況及び評価結果の広報・周知方法

第4 医療計画作成の手順等

都道府県が医療計画を作成する際、技術的見地からみて全国に共通すると考えられ

る手順等を参考までに示す。

1 医療計画作成手順の概要

医療計画の作成等に当たっては、概ね次の手順が考えられる。

(1) 医療計画（案）を作成するための体制の整備

(2) 医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本骨子についての

検討
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(3) 現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証

(4) 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築に当たって

の課題や数値目標、施策についての検討

(5) 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築

(6) 医療圏及び基準病床数の検討

(7) 地域医療構想、の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に関する施策の

検討

(8) 以上の検討を踏まえた医療計画（試案）の作成

(9) 診療文は調剤に関する学識経験者の団体（医師会、歯科医師会及び薬剤師会）

から医療計画（試案）についての意見の聴取（必要に応じ試案の手直し）

(10）医療計画（案）の決定

(11）医療計画（案）についての市町村及び保険者協議会の意見聴取（必要に応じ医

療計画（案）の手直し）

(12）医療計画（案）について都道府県医療審議会への諮問、答申

(13）医療計画の決定

(14）医療計画の厚生労働大臣への提出及び公示

2 医療圏の設定方法

(1) 二次医療圏の設定に当たっては、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需

要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して一体の区域として病院におけ

る入院に係る医療（三次医療圏で提供することが適当と考えられるものを除く。）

を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められる区域を単位として

認定することとなるが、その際に参考となる事項を次に示す。

① 人口構造、患者の受療の状況（流入患者割合及び流出患者割合を含む。）、

医療提供施設の分布など、健康に関する需要と保健医療の供給に関する基礎的

事項については、二次医療圏単位又は市町村単位で地図上に表示することなど

を検討する。なお、患者の受療状況の把握については、患者調査の利用の他、

統計学的に有意な方法による諸調査を実施することが望ましい。

人口規模が20万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する

一体の区域として成り立っていないと考えられる場合（特に、流入患者割合が

20%未満であり、流出患者割合が20%以上である場合）、その設定の見直しに

ついて検討する。なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基

幹となる病院までのアクセスの時間等も考慮することが必要である。

また、設定を変更しない場合には、その考え方を明記するとともに、医療の

需給状況の改善に向けた具体的な検討を行うこと。

② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行

政機関の管轄区域、学校区（特に高等学校に係る区域）等に関する資料を参考

とする。

③ 構想区域（法第30条の4第 2項第7号に規定する構想、区域をいう。以下同じ。）

に二次医療圏を合わせることが適当であること。

(2) 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を構築する際の圏

域については、従来の二次医療圏に拘らず、患者の移動状況や地域の医療資源等

の実情に応じて弾力的に設定する。

(3) 三次医療圏については、概ね一都道府県の区域を単位として設定するが、その
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区域が特に広大であることその他特別の事情がある都道府県にあっては、一都道

府県内に複数の三次医療圏を設定しでも差し支えない。

また、一般的に三次医療圏で提供することが適当と考えられる医療としては、

例えば、特殊な診断又は治療を必要とする次のものが考えられる。

① 臓器移植等の先進的技術を必要とする医療

② 高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療

③ 先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療

④ 広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療

(4) 都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接する都道

府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情に合い、合理的である場

合には、各都道府県の計画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医

療圏を設定しても差し支えない。

なお、その際は関係都道府県間での十分な協議や調整を行うとともに必要に応

じ厚生労働省にも連絡されたい。

3 基準病床数の算定方法

(1) 基準病床数の算定方法

基準病床数の算定は、規則第30条の30各号に定める標準に準拠し、次に掲げる

方式によること。

① 療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出した数と、

イの算定式により算出した数に、ウにより算定した数を加減した数の合計数を

標準とする。

ア療養病床

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口）×（全国平均の性別及び年齢階

級別療養病床入院受療率）の総和一（介護施設、在宅医療等で対応可能な

数） + ( 0～当該区域への他区域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定

める数）一（ 0～当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲内で知事が

定める数）｝×（ 1 ／病床利用率）

イ一般病床

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口）×（当該区域の性別及び年齢階

級別一般病床退院率）の総和×平均在院日数＋ (0～当該区域への他区

域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数）一（ 0～当該区域から

他区域への流出入院患者数の範囲内で知事が定める数）｝×（ 1 ／病床利用

率）

ウ 基準病床数の都道府県問調整について

なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県

内への流入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県との調整協議を行

った上で、都道府県聞を超える患者の流出入について、合意を得た数を各二

次医療圏の基準病床数に加減することができる。

ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都道府県にお

ける合計数は、

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口）×（全国平均の性別及び年齢階

級別療養病床入院受療率）の総和 一（介護施設、在宅医療等で対応可能な

数）｝×（ 1／病床利用率）＋（当該区域の性別及び年齢階級別一般病床退
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院率）の総和× 平均在院日数 ×（ 1／病床利用率）及びウにより二次医

療圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計数を超えることはでき

ない。

（注 1) 「人口」とは、医療計画作成時における夜間人口をいう。その数値につ

いては、国勢調査の結果による人口、地方公共団体の人口に関する公式統

計による人口等のうち最近のものによることとする。

（注2) 「年齢階級」とは、 5歳ごとの年齢による階級である。

（注3) 「全国平均の性別及び年齢階級別療養病床入院受療率」とは、厚生労働

大臣が定める療養病床の性別及び年齢階級別の入院受療率を上限とし、策

定した地域医療構想における慢性期機能の病床数の必要量を勘案して、都

道府県知事が定める値とする。

（注4) 「介護施設、在宅医療等で対応可能な数Jとは、地域医療構想、に定める

「構想、区域における将来の居宅等における医療の必要量」のうちの以下の

数の合計数から、平成35年度末時点における以下の数の合計数に相当する

数を比例的に推計した上で、療養病床から介護老人保健施設又は介護医療

院へ転換することが見込まれる病床数を除いた数とする。

( i ) 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、

医療区分 Iである患者の数の 70%に相当する数。

（並） 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、

入院受療率の地域差を解消していくことで在宅医療等の医療需要

として推計する患者の数（（ i）に掲げる数を除く。）。

（注5) 「当該区域の性別及び年齢階級別一般病床退院率」とは、地方ブロック

の性別及び年齢階級別の退院率をいう。

（注6) 「病床利用率Jとは、厚生労働大臣が定める療養病床又は一般病床の病

床利用率について、各都道府県における療養病床又は一般病床の直近の病

床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める療養病床文は一般病床の

病床利用率以上当該地域の直近の療養病床文は一般病床の病床利用率の

範囲内で、都道府県知事が当該都道府県の状況を勘案して定める値とする。

（注7) 「療養病床入院受療率j、 「一般病床退院率」、 「病床利用率J及び「平

均在院日数Jとして使用する（参考とする）数値については、医療法第30

条の4第2項第14号の療養病床及び一般病床に係る基準病床数の算定に

使用する数値等（昭和61年厚生省告示第165号）により定められている。

（注8）各区域における流入入院患者数については、都道府県知事が当該区域に

おける医療の確保のために必要と認める事情があるときは、当該区域ごと

の数を超えて、当該事情を勘案した数を加えることができる。

（注9）各区域における流入流出入院患者数については、患者調査、国民健康保

険等のレセプト調査等により把握する。

（備考） 「地方ブロックJとは、以下の 9ブロックをいう。

ブロック名 都道府県名

北海道 北海道

東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

関東
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、

山梨、長野
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北陸 富山、石川、福井

東海 岐阜、静岡、愛知、三重

近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国 徳島、香川、愛媛、高知

九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

② 精神病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに次の算定式により算出

した数を標準とする。

［｛（当該都道府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口）×（当

該都道府県の性別及び年齢階級別の急性期入院受療率）｝の総和＋｛（当該都道

府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口）×（当該都道府県の性

別及び年齢階級別の回復期入院受療率）｝の総和＋｛（当該都道府県の性別及び

年齢階級別の平成32年における推計人口）×（当該都道府県の性別及び年齢階級

別の認知症でない者に係る慢性期入院受療率）｝の総和×（精神病床における入

院期間が 1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割

合α）×（地域精神保健医療体制の高度化による影響値e)+ { ＜当該都道府県の

性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口）×（当該都道府県の性別及び

年齢階級別の認知症である者に係る慢性期入院受療率）｝の総和×（地域精神保

健医療体制の高度化による影響値γ）＋（精神病床における他都道府県から当該

都道府県への流入入院患者数）一（精神病床における当該都道府県から他都道府

県への流出入院患者数）］×（ 1／精神病床利用率）

（注 1）「当該都道府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口」

とは、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平

成25年 3月中位推計）」によることとする。

（注2) 「年齢階級j とは、 「90歳以上」の階級を除き、 5歳ごとの年齢に

よる階級とする。

（注3) 「当該都道府県の性別及び年齢階級別の急性期入院受療率j とは、

「精神病床における入院期聞が 3月未満である入院患者（以下この項（②）

において「急性期入院患者Jという。）のうち、当該都道府県に住所を

有する者に係る性別及び年齢階級別の入院受療率Jをいい、性別及び年

齢階級別に、平成26年における当該都道府県に住所を有する急性期入院

患者の数を平成26年における当該都道府県の人口で除して得た数とする。

（注4) 「当該都道府県の性別及び年齢階級別の回復期入院受療率」とは、

「精神病床における入院期聞が 3月以上1年未満である入院患者（以下

この項（②）において「回復期入院患者」という。）のうち、当該都道

府県に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の入院受療率」をいい、

性別及び年齢階級別に、平成26年における当該都道府県に住所を有する

回復期入院患者の数を平成26年における当該都道府県の人口で除して得

た数とする。

（注5) 「当該都道府県の性別及び年齢階級別の認知症以外の慢性期入院受

療率」とは、 f精神病床における入院期聞が 1年以上である入院患者（以
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下この項（②）において「慢性期入院患者Jという。）のうち、当該都

道府県に住所を有する者（認知症である者を除く。）に係る性別及び年

齢階級別の入院受療率Jをいい、性別及び年齢階級別に、平成26年にお

ける当該都道府県に住所を有する慢性期入院患者（認知症である者を除

く。）の数を平成26年における当該都道府県の人口で除して得た数とす

る。

（注6) 「当該都道府県の性別及び年齢階級別の認知症に係る慢性期入院受

療率」とは、 「慢性期入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者

（認知症である者に限る。）の’性別及び年齢階級別の入院受療率」をい

い、性別及び年齢階級別に、平成26年における当該都道府県に住所を有

する慢性期入院患者（認知症である者に限る。）の数を平成26年におけ

る当該都道府県の人口で除して得た数とする。

（注7) 「精神病床における入院期聞が 1年以上である入院患者のうち継続

的な入院治療を必要とする者の割合α」とは、慢性期入院患者の実態を

勘案し、原則として0.8から0.85までの間で都道府県知事が定める値とす

る。

※ 「原則として0.8から0.85までの間」とした考え方は、以下のとお

りである。

厚生労働科学研究によると、

① 認知症以外の慢性期入院患者の 6割以上が、当該研究において

策定した重症度を医学的に評価する基準に該当する（精神障害者

の重症度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究（平成25～
27年度））

② 統合失調症の慢性期入院患者の 1割が、入院治療が適当な程度

の身体合併症を有している（精神医療の質的実態把握と最適化に

関する総合研究（平成19～21年度））

との報告がある。この研究結果を踏まえると、①②に該当しないよう

な患者については、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備するこ

とによって、入院から地域生活への移行が可能となると考えられ、こ

の結果、認知症以外の慢性期入院患者の入院受療率は現在の 6～7割

に低下することが見込まれる。

平成36年度末（2025年）までに 7年聞かけてその基盤整備を行うこ

ととした場合には、医療計画の中間年である平成32年度末までに、そ

の半分の基盤を計画的に整備することによって、認知症以外の慢性期

入院患者の入院受療率は現在の8～8.5割に低下することが見込まれる。

（注8) 「地域精神保健医療体制の高度化による影響値れとは、治療抵抗

性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案し、 1年当たりの地域精

神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.95から0.96

までの間で都道府県知事が定める値を 3乗し、当初の普及速度を考慮、し

て調整係数0.95で除した数とする。

（注9) 「地域精神保健医療体制の高度化による影響値γJ とは、これまで

の認知症施策の実績を勘案し、 1年当たりの地域精神保健医療体制の高

度化による影響値として、原則として0.97から0.98までの間で都道府県

知事が定める値を 3乗した数とする。
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（注10) 「当該都道府県の’性別及び年齢階級別の急性期入院受療率j 、 「当

該都道府県の性別及び年齢階級別の回復期入院受療率j 、 「当該都道府ー

県の性別及び年齢階級別の認知症でない者に係る慢性期入院受療率J、

「当該都道府県の性別及び年齢階級別の認知症である者に係る慢性期入

院受療率」、 「精神病床利用率」として使用する数値については、医療

法第30条の4第 2項第14号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定

に使用する数値等（平成18年厚生労働省告示第161号）により定められて
し、る。

（注11）各都道府県における流入流出入院患者数については、患者調査、国

民健康保険等のレセプト調査等により把握する。

③ 結核病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに都道府県知事が定める

数とする。

なお、基準病床数の算定に当たっては、 「医療計画における結核病床の基準

病床数の算定についてJ （平成17年 7月19日付け健感発第0719001号厚生労働

省健康局結核感染症課長通知）を参照すること。

④ 感染症病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第38条第 1項

の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の

感染症病床並びに同条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けてい

る第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の

数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数とする。

(2) 基準病床数の算定の特例

医療計画作成時に次のような事情があるため、都道府県知事が都道府県医療審

議会の意見を聴いた上で厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た

数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を基準病床数とすることができ

る。
① 急激な人口の増加が見込まれ、病床の増加が必要と考えられる場合

② 特定の疾患にり患する者が異常に多い場合

③ 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中している場合

④ 基準病床数に係る特例の対象となる病床以外で、医学・医術の進歩に伴い特

殊病床が必要と考えられる場合

⑤ その他当該区域において準ずる事情がある場合

なお、今後高齢者人口の増加が更に進む地域においては、医療需要の増加が大

きく見込まれ、それに応じた医療提供体制の整備が求められることから、既存病

床数が基準病床数を超えている地域で病床数の必要量が将来においても既存病

床数を大きく上回ると見込まれる場合は、次によることとする。

ア 高齢者人口の増加等に伴う医療需要の増加を勘案し、基準病床数の見直し

について毎年検討

イ 法第30条の4第7項の基準病床数算定時の特例措置で対応

また、前記ア及びイによる病床の整備に際しては、次の点を考慮しつつ、地域

の実情等を十分に踏まえた上で検討すること。

（ア）病床の機能区分（法第30条の13第 1項に規定する病床の機能区分をいう。

以下同じ。）ごとの医療需要

（イ）高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移
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（ウ）疾病別の医療供給の状況、各医療圏の患者の流出入、交通機関の整備状

況などの地域事情

（エ）都道府県内の各医療圏の医療機関の分布 等

4 病床数の必要量の算定方法

(1) 病床数の必要量の算定は、規則第30条の28の3に定める方法に準拠し、病床の

機能区分（法第30条の13第 1項に規定する機能区分をいう。以下同じ。）ごとに

次に掲げる方式によること。

｛（当該構想区域の性別及び年齢階級別の将来推計人口）×（当該構想区域の

性別及び年齢階級別入院受療率）の総和＋（当該構想区域における他の構想区

域の推計患者数のうちの医療供給見込み数）一（当該構想、区域の推計患者数のう

ちの他の構想、区域における医療供給見込み数）｝×（ 1／病床稼働率）

ただし、上記算定式により病床の機能区分ごとに算定した数の都道府県におけ

る合計数は、

｛（当該構想区域の性別及び年齢階級別の将来推計人口）×（当該構想区域の

性別及び年齢階級別入院受療率）の総和＋（当該構想区域における他の都道府

県の推計患者数のうちの医療供給見込み数）一（当該構想区域の推計患者数のう

ちの他の都道府県における医療供給見込み数）｝×（ 1／病床稼働率）

により病床の機能区分ごとに算定した都道府県における合計数を超えることは

できない。

（注 1) 「当該構想区域の性別及び年齢階級別の将来（平成37年）推計人口」と

は、国立社会保障・人口問題研究所 f日本の地域別将来推計人口（平成25

年 3月中位推計） Jによることとする。

（注 2) 「年齢階級Jとは、原則、 5歳ごとの年齢による階級とする。

（注 3) 「当該構想区域における他の構想区域の推計患者数のうちの医療供給見

込み数j とは、当該構想区域において、他の構想区域の病床の機能区分ご

との平成37年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療

が提供されると見込まれる患者として都道府県知事が定める数とする。

（注4) 「当該構想区域の推計患者数のうちの他の構想区域における医療供給見

込み数Jとは、当該構想、区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推

計患者数のうち、他の構想、区域において当該病床の機能区分に係る医療が

提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数とする。

（注5）「当該構想区域における他の都道府県の推計患者数のうちの医療供給見

込み数」とは、当該構想区域において、他の都道府県の区域に所在する構

想、区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推計患者数のうち当該

病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都

道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数とする。

（注6) 「当該構想区域の推計患者数のうちの他の都道府県における医療供給見

込み数」とは、当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推

計患者数のうち、他の都道府県の区域内に所在する構想区域において当該

病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都

道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数とする。

（注7) 「病床稼働率j とは、高度急性期機能にあっては0.75、急性期機能にあ

つては0.78、回復期機能にあっては0.9、慢性期機能にあっては0.92とす
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る。

(2) 当該構想区域の性別及び年齢階級別入院受療率は、病床の機能区分ごとに次に

定める数とすること。

① 高度急性期機能 医療資源投入量が3,000点以上である医療を受ける入院患

者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数を当該構

想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。

② 急性期機能 医療資源投入量が600点以上3,000点未満の医療を受ける入院

患者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数を当該

構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。

③ 回復期機能 医療資源投入量が225点以上600点未満の医療若しくは主とし

てリハビリテーションを受ける入院患者又はこれらに準ずる者として厚生労

働大臣が認める者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級

別の数を当該構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。

④ 慢性期機能 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別

及び年齢階級別の数に、アに掲げる範囲内で都道府県知事が定める数（慢性期

総入院受療率が全国最小値よりも小さい構想区域にあっては、 1。以下「補正

率」という。）を乗じて得た数に、障害その他の疾患を有する入院患者を加え

て得た数を、当該構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。

ア 次の（ア）に掲げる数以上（イ）に掲げる数以下

（ア）慢性期総入院受療率の全国最小値（県単位）／当該構想、区域の慢性期総

入院受療率

（イ） ｛（当該構想区域の慢性期総入院受療率一全国最小値）×（慢性期総

入院受療率の全国中央値（県単位）一全国最小値／慢性期総入院受療率

の全国最大値（県単位）一全国最小値）＋全国最小値｝×（ 1 ／当該構

想区域の慢性期総入院受療率）

ただし、当該構想区域がイに掲げる要件に該当するときは、 （イ）に掲げる補

正率により算定した当該構想区域の慢性期機能の平成37年における病床数の必

要量を平成42年までに達成すればよいものとし、都道府県知事は、当該達成の期

間の延長に応じた補正率（平成37年の性別及び年齢階級別入院受療率の目標とし

て、平成42年に達成することとした性別及び年齢階級別入院受療率の目標から比

例的に逆算して得た値）を定めることができる。

イ 当該構想区域が次のいずれにも該当するものであること。

（ア）当該構想、区域の慢性期病床数（慢性期入院患者のうち当該構想区域ι住

所を有する者に係る病床数をいう。以下同じ。）からア（イ）に掲げる補

正率により算定した平成37年における慢性期病床数を控除して得た数を

慢性期病床数で除して得た数が全国中央値を上回ること。

（イ）高齢者単身世帯割合が全国平均を上回ること。

地域医療構想を含む医療計画が公示された後に、当該地域医療構想において定

める厚生労働大臣が認める構想区域における慢性期機能の将来の病床数の必要

量の達成が特別な事情により著しく困難となったときは、当該将来の病床数の必

要量について、厚生労働大臣が認める方法により補正率を定めることができる。

（注8）病床の機能区分ごとの性別及び年齢階級別入院受療率の推計については、

当該構想、区域に住所を有する患者に係る平成25年度のレセプト情報・特定

-23・



健診等情報データベース（NDB）のレセプトデー夕、診断群分類（DPC）デ

ータ等に基づいて行うこととする。

（注9) 「当該構想区域の性別及び年齢階級別人口」とは、総務省「平成25年 3

月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別） （総計）」によることとす

る。

（注10) 「医療資源投入量Jとは、患者に提供される医療を 1日当たりの診療報

酬（入院基本料相当分及びリハビリテーション料を除く。）の出来高点数

により換算した量とする。

（注11) 「医療資源投入量が600点以上3,000点未満の医療を受ける入院患者Jに

は、医療資源投入量が175点以上600点未満の医療を受ける入院患者であっ

ても、早期リハビリテーション加算を算定する入院患者であってリハビリ

テーション料を加えた医療資源投入量が600点以上となる医療を受ける者

を含む。

（注12）「医療資源投入量が225点以上600点未満の医療を受ける入院患者」には、

医療資源投入量175点未満の医療を受ける入院患者であっても、リハビリ

テーションを受ける入院患者（回復期リハビリテ｝ション病棟入院料を算

定する入院患者を除く。）であってリハビリテ｝ション料を加えた医療資

源投入量が175点以上となる医療を受ける者を含む。

（注13) 「主としてリハビリテーションを受ける入院患者Jとは、回復期リハピ

リテーション病棟入院料を算定する入院患者とする。

（注14) 「これらに準ずる者として厚生労働大臣が認める者」とは、在宅復帰に

向けて調整を要する者（医療資源投入量175点以上225点未満）とする。

（注15) 「慢性期入院患者Jとは、長期にわたり療養が必要な入院患者（主とし

てリハビリテーションを受ける入院患者その他の厚生労働大臣が認める

入院患者を除く。）とする。具体的には、療養病棟入院基本料、療養病棟

特別入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び有床診療所療養病床

特別入院基本料を算定する入院患者がこれに該当し、 「その他の厚生労働

大臣が認める入院患者Jとして当該入院患者のうち医療区分 1である患者

の数の70%に相当する数を除くこととする。

（注16）「障害その他の疾患を有する入院患者」とは、障害者施設等入院基本料、

特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する入院患者と

する。

（注17) 「慢性期総入院受療率」とは、次の算定式により算出した値とする。

｛慢性期入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数／ o~ 当該区域
の性別及び年齢階級別人口×全国の性別及び年齢階級別入院受療率）｝

×（全国の慢性期入院患者の数／全国の人口）

（注18) 「厚生労働大臣が認める構想区域Jとは、都道府県全体の慢性期病床数

からア（イ）に掲げる補正率により算定した平成37年における慢性期病床

数を控除して得た数を慢性期病床数で除して得た数が全国中央値を上回

っている都道府県の構想区域（当該構想区域の慢性期病床数からア（イ）

に掲げる補正率により算定した平成37年における慢性期病床数を控除し

て得た数を慢性期病床数で除して得た数が全国中央値を上回っている構

想区域に限る。）その他これに類する構想区域とする。

（注19) 「特別な事情Jとは、やむを得ない事情により、在宅医療等の充実・整
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備が大幅に遅れることが見込まれる場合や高齢者単身世帯及び高齢者夫

婦のみ世帯が著しく増加するなどの社会的事情の大きな変化が見込まれ

る場合など、その他これと同等と認められる事情であって、都道府県及び

厚生労働省においてやむを得ないと認める事情とする。

（注20) 「厚生労働大臣が認める方法Jとは、当該構想、区域の慢性期病床数から

ア（イ）に掲げる補正率により算定した平成37年における慢性期病床数を

控除して得た数を慢性期病床数で除して得た数が全国中央値を下回らな

い範囲を目安として、厚生労働省に協議して同意を得た入院受療率の目標

を定めることとする。

5 介護保険事業（支援）計画との整合性の確保

介護保険事業（支援）計画との整合性の確保については、別添「介護施設、在宅

医療等の新たなサービス必要量の推計方法についてJの考え方に沿って、今後、関

係部局から発出される通知により、追って具体的な内容を示すこととする。

6 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順

(1) 現状の把握

都道府県は、医療連携体制を構築するに当たって、患者動向、医療資源及び医

療連携に関する情報等を収集し、地域住民の健康状態を踏まえた現状を把握する

必要がある。

医療提供体制等に関する情報のうち、地域住民の健康状態やその改善に寄与す

ると考えられるサービスに関する指標（重点指標）、その他国が提供するデータ

や独自調査デー夕、データの解析等により入手可能な指標（参考指標）について、

指標間相互の関連性も含めて、地域の医療提供体制の現状を客観的に把握する。

なお、重点指標及び参考指標については、 「疾病・事業及び在宅医療に係る医

療体制について」 （平成29年 3月31日付け医政地発第3号厚生労働省医政局地域

医療課長通知）の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指

針」を参考とすること。

また、既存の統計・調査等のみでは現状把握が不十分な場合、医療施設・関係

団体等に対する調査や患者・住民に対するアンケート調査、ヒアリング等、積極

的に新たな調査を行うことが重要である。

① 人口動態調査

② 国民生活基礎調査

③ 患者調査

④ 国民健康・栄養調査

⑤ 衛生行政報告例

⑥ 介護保険事業状況報告調査

⑦ 病床機能報告

⑧ レセプト情報・特定健診等デ｝タベース（NDB)

⑨診断群分類（DPC）データ

⑩ 医療施設調査

⑪ 病院報告

⑫ 医師・歯科医師・薬剤師調査

⑬ 地域保健・健康増進事業報告
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⑭ 介護サーピス施設・事業所調査

⑮ 介護給付費実態調査

(2) 作業部会及び圏域連携会議の設置

都道府県は、 5疾病・ 5事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制を構

築するため、都道府県医療審議会又は地域医療対策協議会の下に、 5疾病・ 5事

業及び在宅医療のそれぞれについて協議する場（以下「作業部会」という。）を

設置する。また、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議

する場（以下「圏域連携会議」という。）を設置する。

作業部会と圏域連携会議は、有機的に連携しながら協議を進めることが重要で

あり、原則として、圏域連携会議における協議結果は作業部会へ報告すること。

また、それぞれの協議の内容・結果については、原則として、周知・広報するこ

と。

① 作業部会

ア構成

作業部会は、地域の実情に応じた医療体制を構築するため、例えば、次の

（ア）から（ク）に掲げる者を代表する者により構成し、構成する者が（ア）

から（ク）のどの区分に該当するかを明示すること。

（ア）地域医師会等の医療関係団体

（イ）医師、歯科医師、薬剤師、看護師など現に診療に従事する者

（ウ）介護保険法に規定するサービス事業者

（エ）医療保険者

（オ）医療・介護サービスを受ける患者・住民

（カ）保健・医療・福祉サービスを担う都道府県・市町村

（キ）学識経験者

（ク）上記（ア）から（キ）までの他、各疾病及び事業において重要な役割を

担う者

なお、 医療サービスを受ける立場の意見についても、十分に配慮するこ

とが望ましいことから、 （オ）の患者・住民に対しては、十分な情報提供と

解説などの支援を行うことにより、議論に参加しやすい環境が整うよう努め

ること。

イ 内 容

作業部会は、下記の事項について協議する。

（ア）地域の医療資源の把握

医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各医療機能の要件

を満たす医療機関を確認する。また、患者動向等も加味して、地域におい

て不足している医療機能あるいは調整・整理が必要な医療機能を明確にす

る。なお、可能な限り二次医療圏を基礎として医療資源を把握する。

（イ）圏域の設定

上記（ア）に基づき、圏域を検討・設定する。この場合、 5疾病・ 5事

業及び在宅医療のそれぞれについて特有の重要事項（ 5疾病・ 5事業及び

在宅医療のそれぞれに係る流入患者割合、流出患者割合を含む。）に基づ

き、従来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応じて弾

力的に設定する。

（ウ）課題の抽出
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（ア）により把握した現状を分析し、 5疾病・ 5事業及び在宅医療のそ

れぞれについて、求められる医療機能とその連携体制など、目指すべき方

向を踏まえ、地域の医療提供体制の課題を抽出する。その際、現状分析に

用いたストラクチャー、プロセス、アウトカム指標の関連性も考慮し、病

期・医療機能による分類も踏まえ、可能な限り医療圏ごとに課題を抽出す

る。

（エ）数値目標の設定

抽出した課題をもとに、事後に定量的な比較評価が行えるよう、地域の

実情に応じた数値目標、目標達成に要する期間を定める。

数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとと

もに、基本方針第九に掲げる諸計画等に定められた目標等も勘案するもの

とする。なお、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医療圏

の課題が解決されると思われる目標を設定すること。

（オ）施策

課題に対応した数値目標の達成のために行う具体的な施策を盛り込ん

だ計画を策定する。

② 圏域連携会議

圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な

連携が推進されるよう実施するものである。

その際、保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互

または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果

たすものとする。

ア構 成

各医療機能を担う全ての関係者

イ内容

下記の（ア）から（ウ）について、関係者全てが認識・情報を共有した上

で、各医療機能を担う医療機関を決定する。

（ア）医療連携の必要性について認識の共有

（イ）医療機関等に係る人員、施設設備及び診療機能に関する情報の共有

（ウ）当該疾病及び事業に関する最新の知識・診療技術に関する情報の共有

また、状況に応じて、地域連携クリテイカルパス導入に関する検討を行う。

(3) 患者・住民の意見の反映

都道府県は、患者・住民の作業部会への参加やタウンミ｝ティングの開催、患

者・住民へのヒアリングやアンケート調査、医療計画のパブ、リックコメントなど

により、患者・住民の意見を反映させること。

(4) 医療計画への記載

都道府県は、第3の3に示すとおり、医療機能ごとに、目標、医療機関に求め

られる医療体制、課題、数値目標、数値目標の達成のために行う施策等を医療計

画に記載する。

また、原則として各医療機能を担う医療機関等の名称も記載するものとする。

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機闘が複数の機

能を担うこともあり得る。

(5) 変更が生じた場合の措置

医療計画策定後、医療機能を担う医療機関の変更が生じた場合は、可能な限り

-27・



速やかに記載内容を変更する必要がある。

この場合、都道府県医療審議会の議をその都度経なくてもすむように、医療機

関の変更に伴う手続をあらかじめ定めておく必要がある。

第 5 医療計画の推進等

1 医療許画の推進体制

医療計画の推進体制については、作業部会、圏域連携会議又は地域医療構想調整

会議（法第30条の14第 1項に規定する協議の場をいう。）において、関係者が互い

に情報を共有することにより、信頼関係を醸成し、円滑な連携が推進されるような

体制を構築することが望ましい。

2 医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討

医療計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を行い、そ

の評価結果に基づき、計画の内容を見直すことが重要である。

そのため、第3の11に示すとおり、施策の目標、推進体制、推進方策、評価・見

直し方法（評価を行う組織（都道府県医療審議会等）を含む。）等を計画において

あらかじめ明らかにした上で、 6年（在宅医療その他必要な事項については 3年）

ごとに、施策全体又は医療計画全体の達成状況について調査、分析、評価及び公表

を行い、必要があるときは計画を変更する。

ただし、 5疾病・ 5事業及び在宅医療については、上記と同様に評価・見直し体

制及び公表方法を明らかにした上で、目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況

の把握、評価について定期的に実施（ 1年ごとの実施が望ましい。）、評価し、目

標に対する進捗状況が不十分な場合、その原因を分析した上で、必要に応じて施策

の見直しを図ること。

第 6 医療計画に係る報告等

都道府県ごとの実情を把握し適正な医療計画の推進に資するため、法第30条の4

第16項の規定に基づく医療計画の厚生労働大臣への報告については、次のとおり取

り扱う。

1 医療計画の厚生労働大臣への報告

(1) 報告事項

① 医療計画及びその概要並びに付属資料

② 公示の方法（都道府県の公報の写し等を添付）

③ 原案作成年月日、市町村及び保険者協議会からの意見聴取年月日、都道府県

医療審議会への諮問年月日及び答申年月日、公示年月日

④ 必須指標・推奨指標等による現状把握の結果

⑤ 目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況の評価

（注 1）⑤については、医療計画の対象期間の当初から 1年ごとに提出すること

（注2）①・④・⑤については、紙媒体及び電子媒体で提出すること

(2) 紙媒体の提出部数 5部

(3) 報告時期

医療計画及びその概要並びに付属資料は公示前とし、その他の印刷物がある場

合は公示後速やかに報告するものとする。

なお、例えば5疾病・ 5事業及び在宅医療の医療連携体制において、医療機能
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を担う医療機関の記載を変更した場合など、法第30条の 6の規定に基づかない計

画変更の場合には、報告の対象としないこととする。

2 法第27条の 2第 1項、第30条の11、第30条の12第 2項及び第30条の17の規定に基

づく勧告等の実施状況の報告

(1）報告事項 別紙様式3～6-2

病院又は診療所名、開設者又は管理者氏名、病院又は診療所所在地、開設等申

請年月日、申請病床数、申請病床の種別、要請年月日、勧告年月日、命令年月日、

都道府県医療審議会の意見、勧告に対する申請者の対応、その他参考事項等

(2) 提出部数 4部

(3) 報告時期

要請、勧告文は命令をそれぞれ行った日の属する月の翌月の10日までとする。

ただし、 「勧告に対する反応」等が相当遅れる場合は、当該部分のみ後日報告す

るものとする。

なお、公的医療機関等に対する法第7条の 2第 3項又は第30条の15第 6項の規

定に基づく命令又は法第30条の16第 1項の規定に基づく指示を行った場合につ

いても別紙様式に準じて報告すること。

（別紙様式3～6- 2) 
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（別紙様式1)

厚生労働大臣 殿

番 号

年月日

都道府県知事

医療法施行令第5条の 2第2項の規定に基づく協議について

医療法第 30条の4第 7項の規定に基づく医療法施行令第5条の2第 2項の規定による

病床数の加算について、関係書類を添付し、次のとおり協議いたします。

添付書類

1 都道府県医療審議会の意見を記載した書面

2 関係地域の地図その他参考となる書類

2 加算する病
1 加算すべき病床数

床の種別

3 加算する地域

4 加算を必要とする

理由

5 加算しようとする

病床数の算定根拠

6 関係医療施設の現

況と計画

7 備 考

記載上の注意

「4 加算を必要とする理由Jの欄には、特定の疾病の多発等のため特定の病院を整

備しようとする場合にはその旨、並びに当該病院の整備計画の概要及び設置場所選定の

理由等を記載すること。

（別紙様式2)

厚生労働大臣 殿

番 号

年月日

都道府県知事

医療法施行令第5条の 3第 2項（文は第5条の4第 2項）の規定に基づく

協議について

医療法第 30条の4第 8項（又は第9項）の規定に基づく医療法施行令第5条の3第 2項

（又は第5条の4第 2項）の規定による病床数の算定について、関係書類を添付し、次の

とおり協議いたします。

添付書類

1 都道府県医療審議会の意見を記載した書面

2 関係地域の地図その他参考となる書類

1 特例とすべき病床 2 

数

3 特例とする地域

4 特例を必要とする

理由

5 特例としようとす

る病床数の算定根拠

6 関係医療施設の現

況と計画

7 備 考

記載上の注意

特例とする

病床の種別

「4 特例を必要とする理由Jの欄には、特定の疾病の多発等のため特定の病院を整

備しようとする場合にはその旨、並びに当該病院の整備計画の概要及び設置場所選定の

理由等を記載すること。



（別紙様式3) （別紙様式4)

医療法第 27条の 2の規定に基づく勧告及び命令の実施状況報告 医療法第 30条の 11の規定に基づく勧告の実施状況報告

病院又は診療所名
病院又は診療所名

開 設 者 文 は

管理者氏名 開設者又 は

管 理 者氏名

病院又は診療所

所在地
病院又は診療所

申 請 病 床 数 条件付許可病床数
所在地

（病床機能別） （病床機能別）

開設等申請年月日
勧告年月日

都道府県医療 申請病床 数 申請病床の種別
審議会の意見

勧告に対する反応 勧告年月日

命令年月日 都道府県医療

審議会の 意見

都道府県医療

審議会の意見 勧告に対する

申請者の対応

命令に対する反応

その他参考事項

その他参考事項



（別紙様式5)

医療法第 30条の 12第1項の規定において読み替えて準用する第7条の2第3項の

規定に基づく要請及び同条第2項の規定に基づく勧告の実施状況報告

病院又は診療所名

開設者又は

管理者氏名

病院又は診療所

所在地

削減要請年月日
削減要請病床数

（病床の種別）

都道府県医療

審 議会の意見

要請に対する反応

勧告年月日
勧告対象病床数

（病床の種別）

都 道府県医療

審 議会の意見

勧告に対する反応

その他参考事項

（別紙様式6-1)

医療法第 30条の 15第7項において読み替えて準用する同条第6項の規定に基づく

要請及び第 30条の 17の規定に基づく勧告の実施状況報告

病院文は診療所名

開 設 者文は

管 理 者氏名

病院又は診療所

所 在 地

基準日病床機能 基準日後病床機能

要請年月日

都道府県医療

審議会の意見

要請に対する反応

勧告年月日

都道府県医療

審議会の意見

勧告に対する反応

その他参考事項



（別紙様式6-2) 

医療法第 30条の 16第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく

要請及び第 30条の 17の規定に基づく勧告の実施状況報告

病院又は診療所名

開 設 者 又 は

管理者氏名

病院文は診療所

所在地

転換要請年月日

転換を要請した 転換を要請した

病床機能 病床数

都道府県医療

審議会の意見

要請に対する反応

勧告年月日

都道府県医療

審議会の意見

勧告に対する反応

その他参考事項


